
1．監査委員調

氏 名 年齢 現 任 期 在職年月数 職 業
下
益
城
郡

美 里 町 大 西 茂 64
  4. 2. 1
  8. 1.31

0.3 無 職

玉 東 町 北 島 義 文 62
 4. 4. 1
 8. 3.31

0.1 無 職

和 水 町 有 働 德 行 70
 4. 3. 9
 8. 3. 8

4.2 無 職

南 関 町 繁 松 哲 也 75
 2.10. 1
 6. 9.30

5.7 農 林 業

長 洲 町 髙 本 茂 実 71
 1. 5.20
 5. 5.19

3.0 無 職

大 津 町 今 村 昭 彦 69
 3．4．1
 7. 3.31

1.1 無 職

菊 陽 町 橋 本 輝 也 69
30. 6.17
 4. 6.16

3.11 会 社 役 職 員

南 小 国 町 石 橋 正 寿 60
 3. 4. 1
 7. 3.31

1.1 農 林 業

小 国 町 古 賀 尚 年 67
 1. 6.10
 5. 6. 9

2.11 無 職

産 山 村 野 文 夫 69
 1. 6.13
 5. 6.12

2.11 農 林 業

高 森 町 古 庄 良 一 68
30. 5. 1
 4. 4.30

4.0 無 職

南 阿 蘇 村 吉 里 啓 文 64
 3. 4. 1
 7. 3.31

1.1 住 職

西 原 村 河 上 勝 彦 70
 3. 4. 1
 7. 3.31

9.1 無 職

御 船 町 吉 川 勲 72
31. 4.12
 5. 4.11

3.1 無 職

嘉 島 町 蜂 屋 誠 68
30.12.11
 4.12.10

3.5 無 職

益 城 町 戸 塚 誠 司 70
30.12.23
 4.12.22

3.5 会 社 役 職 員

甲 佐 町 豊 永 康 法 71
 1. 7. 8
 5. 7. 7

2.10 農 林 業

山 都 町 志 賀 美 枝 子 74
 3. 3.29
 7. 3.28

5.2 無 職

八
代
郡

氷 川 町 島 田 博 行 74
 4. 4. 1
 7. 3.31

4.1 無 職

芦 北 町 井 川 良 一 70
30.12.11
 4.12.10

3.5 農 林 業

津 奈 木 町 竹 永 正 72
31. 4. 1
 5. 3.31

7.1 無 職

菊

池

郡

葦

北

郡

上

益

城

郡

阿

蘇

郡

玉

名

郡

郡

名
町 村 名

識 見
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公 務 員 歴
常
勤

2名以
上選任 氏 名 年齢 現 任 期 在職年月数 職 業

選任
しない

企画情報課長 坂 田 竜 義 70
30. 5. 2
 4. 4.30

4.0 団体役 職員

町民福祉課長 吉 住 貞 夫 72
 1. 5. 8
 5. 4.29

15.0 会社役 職員

松 村 慶 次 72
30. 4.24
 4. 4.15

4.1 会社役 職員

立 山 比 呂 志 64
 4. 2.28
 8. 2.25

0.3 土木建 築業

浦 邊 朝 章 71
 3.10.25
 7.10.19

4.8 商 業

県 職 員 佐 藤 真 二 59
 3. 3. 1
 7. 2.28

1.2 無 職

県 職 員 那 須 眞 理 子 71
 1. 5.10
 5. 5. 1

3.0 農 林 業

阿蘇広域行政事務組合
消 防 本 部 井 野 和 哉 57

 1. 5. 8
 5. 4.30

3.0 農 林 業

大 塚 英 博 70
 1. 5.10
 5. 4.30

3.0 会社役 職員

総 務 課 長 城 本 俊 成 61
 1. 5. 6
 5. 5. 5

3.0 農 林 業

議会事務局長 立 山 広 滋 63
 1. 5. 8
 5. 4.29

3.0 会社役 職員

農 政 課 長 橋 本 功 74
 3. 3.19
 7. 3. 5

1.2 無 職

総 務 課 長 西 口 義 充 70
 2. 9.25
 6. 9.24

5.8 土木建 築業

税 務 課 長 岩 永 宏 介 70
 1. 5.10
 5. 4.29

3.0 無 職

総 務 課 長 春 日 堅 一 56
31. 3.14
 5. 2.28

3.2 土木建 築業

県 職 員 中 村 健 二 73
 1. 5.14
 5. 4.29

3.0 賃 貸 業

県 職 員 森 田 精 子 69
31. 3. 1
 5. 2.28

3.2 無 職

会 計 係 長 中 村 五 彦 63
 3.11. 5
 7.10.31

0.6 農 林 業

郵 政 局 上 田 健 一 76
 3.11. 8
 7.11. 5

0.6 農 林 業

総 務 課 長 長 口 隆 68
 4. 4. 6
 8. 3.31

4/1現在欠員 農 林 業

郵 便 局 村 上 義 廣 69
 1. 5.12
 5. 4.30

7.0 無 職

（令和４年４月１日現在）

議 選
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1．監査委員調

氏 名 年齢 現 任 期 在職年月数 職 業

郡

名
町 村 名

識 見

錦 町 古 里 道 明 71
 1. 8. 5
 5. 8. 4

10.9 農 林 業

あさぎり町 園 田 孝 幸 63
 1. 7.17
 5. 7.16

2.10 税 理 士

多 良 木 町 山 﨑 信 治 62
 2.12.25
 6.12.24

1.5 無 職

湯 前 町 堀 江 尚 司 68
 2.12. 1
 6.11.30

1.5 税 理 士

水 上 村 九 万 田 勝 志 56
 1. 8.21
 5. 8.20

2.9 税 理 士

相 良 村 渡 邊 法 光 67
 1. 6.15
 5. 6.14

6.11 農 林 業

五 木 村 牛 草 敏 憲 73
 3. 5. 8
 7. 5. 7

9.0 税 理 士

山 江 村 木 下 久 人 68
30. 9. 9
 4. 9. 8

7.8 農 林 業

球 磨 村 日 隠 啓 一 70
 1. 9.28
 5. 9.27

2.8 農 林 業

天
草
郡

苓 北 町 登 本 玄 一 75
 2. 4. 1
 6. 3.31

10.1 無 職

(注）
１　年齢は、令和４年４月１日現在の満年齢を回答。

２　在職年数は、監査委員としての在職年数(通算)を回答。(令和４年４月１日も
　１か月在職として算入）

３　職業別分類は、右の分類表の区分により回答。

４　公務員歴には、監査委員に就任する以前に一般職、特別職に就いていた場合の
　　最終職名を回答。兼任していた場合は、主たる職を回答。

５　４月１日現在欠員の場合は、在職年数欄に「4/1現在欠員」と回答し、
　　その他の欄は４月１日以降の新任者についてすべて回答。

球

磨

郡
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公 務 員 歴
常
勤

2名以
上選任 氏 名 年齢 現 任 期 在職年月数 職 業

選任
しない

（令和４年４月１日現在）

議 選

総 務 課 長 上 村 辰 夫 69
31. 4.26
 5. 4.25

3.1 農 林 業

税 務 署 加 賀 山 瑞 津 子 60
 2. 5. 8
 6. 4.30

2.0 無 職

税 務 署 坂 口 幸 法 61
 1. 5.13
 5. 4.30

3.0 商 業

吉 田 精 二 62
 2.12. 1
 6.11.25

1.5 行 政 書 士

税 務 署 山 崎 隆 浩 52
 1. 5.10
 5. 4.30

3.0 商 業

保健福祉課長 小 善 満 子 82
 3. 5.11
 7. 4.30

5.0 無 職

税 務 署 田 山 淳 志 70
 3. 8. 4
 7. 8. 3

0.9 会 社 役 員

農業委員会
事 務 局 長

西 孝 恒 73
 1. 5．8
 5. 4.29

3.0 農 林 業

住民福祉課長 小 川 俊 治 74
30. 5. 5
 4. 5. 4

4.0 農 林 業

郵 便 局 長 野 﨑 幸 洋 59
31. 2. 5
 5. 2. 4

3.3 サービ ス業

◎職業別分類表
職業別分類はおおむね次の区分により回答。

○農林業・・・農業、林業、狩猟業等
○水産業・・・漁業、水産養殖業等
○商業・・・各種卸小売業、飲食店業、金融・保険業、不動産業等
○工業・・・各種製造業、出版・印刷業等
○土木建築業・・・各種土木建設、設備工事等
○鉱業・・・石炭・亜鉛・金属等各種鉱業、採石・じゃり採取業等
○サービス業・・・旅館、理容、浴場、各種娯楽施設、各種修理業等
○運輸通信業等・・・各種運送業、倉庫業等
※以上の８業種は、個人自営の場合について回答。
○会社役職員・・・会社役員、会社勤務者(会社の業種にかかわらず）
○団体役職員・・・政党・経済団体(農協、漁協等）文化団体等の役員、職員等
○弁護士
○公認会計士
○税理士
○無職
※以上の各業種に当てはまらない業種、分類不能の業種については具体的に職業名を回答。
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２．監査委員補助職員調

専任 兼任

立 道 誠 0.1 局長 議会事務局

野 田 ま や 1.1 書記 議会事務局

玉 東 町 1 髙 瀬 伸 一 0.9
審 議
員

総 務 課 1

有 働 和 明 1.1 局長 議会事務局

鴨 川 奈 々 0.1 主事 議会事務局

松 尾 憲 成 0.1 会計年度
任用職員

南 関 町 1 橋 本 清 孝 3.1 局長 議会事務局 1

長 洲 町 2 嶋 村 理 子 5.1 局 長 ○

荒 木 啓 一 1.3 局長 議会事務局

田 上 雄 一 0.1 書 記

府 内 淳 貴 3.1 書記 議会事務局

山 川 真 喜 子 7.1
局長
補佐

議会事務局

吉 本 香 奈 2.1 書記 議会事務局

北 里 能 蔵 0.1 局長 議会事務局

室 原 明 子 5.1 会計年度
任用職員 議会事務局

時 松 洋 順 0.1 局長 議会事務局

中 島 こ ず 恵 4.4 係長 議会事務局

産 山 村 1 佐 伯 博 也 3.1 局長 議会事務局 1

荒 牧 久 0.1 局長 議会事務局

篠 田 江 吏 子 0.1 係長 議会事務局

桐 原 恵 0.1 局長 議会事務局

佐 藤 桂 輔 1.1 主幹 議会事務局

米 口 三 喜 男 3.1 局長 議会事務局

林 田 愛 弓 0.1 書記 議会事務局

2

2

○

○

（令和４年４月１日現在）

事務局の
共同設置

2

条例 その他

事務局設置

規程

玉

名

郡

小 国 町

2

南小国町 2

1菊 陽 町

3

2

郡

名
町 村 名 専任

職名

職員定数
（条例）

兼 任

下
益
城
郡

給与を
監査委員費
に計上(名）

専 任氏 名
在職
期間 所 属 課 名

美 里 町

和 水 町

2

給与を
他の費目に
計上（名）

2

2南阿蘇村

2

2

2

2

2

2 ○
阿

蘇

郡

高 森 町

西 原 村

菊

池

郡

大 津 町 1
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２．監査委員補助職員調

専任 兼任

（令和４年４月１日現在）

事務局の
共同設置

条例 その他

事務局設置

規程

郡

名
町 村 名 専任

職名

職員定数
（条例）

兼 任
給与を

監査委員費
に計上(名）

専 任氏 名
在職
期間 所 属 課 名

給与を
他の費目に
計上（名）

安 田 哲 也 0.1 局長 議会事務局

細 木 康 伸 1.1 次長 議会事務局

民 永 美 由 紀 0.1 主事 議会事務局

石 阪 浩 5.1 局長 議会事務局

山 田 美 沙 1.1 主事 議会事務局

金 原 雅 紀 1.1 局長 議会事務局

松 田 優 志 4.1 書 記

北 畑 公 孝 2.1 局長 議会事務局

後 藤 理 恵 子 1.1 書記 議会事務局

嶋 田 浩 幸 0.1 局長 議会事務局

宮 崎 馨 1.1 主 査

山 本 昭 義 0.1 局長 議会事務局

川 野 瑠 美 0.1 書記 議会事務局

福 田 貴 司 6.1 局長 議会事務局

窪 田 和 彦 1.1 次長 議会事務局

宮 本 清 美 6.1 書記 議会事務局

津奈木町 1 山 下 浩 一 2.1 局長 議会事務局 1

蓑 田 和 也 0.1 局長 議会事務局

山 本 幸 子 2.1 書記 議会事務局

山 本 祐 二 1.1 局長 議会事務局

丸 山 修 一 3.1 課長補佐 議会事務局

豊 永 亜 紀 0.1 主幹 議会事務局

多良木町 3 村 山 朋 美 1.1 係長 議会事務局 1

赤 池 昌 信 0.1 局長 議会事務局

勘 米 良 康 隆 3.1 係長 議会事務局

水 上 村 1 杉 野 貴 文 3.9 局長 議会事務局 1

和 田 耕 2.1 局長 議会事務局

髙 山 沙 織 1.1 書記 議会事務局

五 木 村 土 肥 整 二 2.1 局長 議会事務局 1

山 江 村 1 山 口 明 1.1 局長 議会事務局 1

球 磨 村 1 蔵 谷 健 1.1 局長 議会事務局 1

龍 岡 学 5.1 局長 議会事務局

田 中 め ぐ み 3.1 書記 議会事務局

7 21 5 30 議会事務局 3 29
町村 町村 町村 町村 30町村 町村 町村

51人 8 0 0 0
8 38 5 52 3 50 町村 町村 町村 町村
人 人 人 人 人 人

御 船 町 3

2

湯 前 町

1

1

2

1

○

2

1

2 ○

○

2

1

3

○2
天
草
郡

相 良 村

苓 北 町

2

2

1

2 2

1

山 都 町

3芦 北 町 1

あさぎり町

甲 佐 町

3

1

2

上

益

城

郡

葦

北

郡

氷 川 町

嘉 島 町

合計

錦 町

57人

益 城 町

八
代
郡

球

磨

郡
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３．監査委員費調　（令和４年度当初予算）

城
郡

下
益 美 里 町 466 51 354 7 4 5

玉 東 町 576 323 20 1 3

和 水 町 1,385 404 25

南 関 町 936 281 6

長 洲 町 1,634 8,444 370 48

大 津 町 1,151 6,439 543 91

菊 陽 町 696 38 498 27

南小国町 560 455 168

小 国 町 530 505 50 3 10

産 山 村 360 300 40

高 森 町 661 331 179 3

南阿蘇村 530 431 64

西 原 村 395 463 30 5

御 船 町 1,133 365 324 2

嘉 島 町 872 578 15

益 城 町 1,169 6,842 689 69

甲 佐 町 733 404 5

山 都 町 1,134 7,243 566 24
八

代

郡
氷 川 町 707 306 9

芦 北 町 758 382 15 4

津奈木町 637 354 5 3

錦 町 675 374 20

あさぎり町 1,217 30 501 38

多良木町 1,188 8,620 559 59 29

湯 前 町 673 741 48 3

水 上 村 534 608 101 47

相 良 村 797 6,675 396

五 木 村 720 395 326 30 3

山 江 村 481 381 93 20

球 磨 村 457 300 16
天

草

郡
苓 北 町 626 467 56 2

31 9 31 30 5 13

24,391 44,382 13,624 1,978 40 137

786.8 4,931.3 439.5 65.9 8.0 10.5

葦
北
郡

職員
給与費

役 務 費旅 費

平 均

阿

蘇

郡

玉

名

郡

合 計

町 村 数

使 用 料
及 び

賃 借 料
町 村 名

上

益

城

郡

球

磨

郡

郡

名

菊
池
郡

報 酬 需 用 費（ 給 料 、
職 員 手 当 等 、
共済費の合計）
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(単位 ：千円)

52 939 723 216 美 里 町

122 1,045 1,047 △ 2 玉 東 町

122 1,936 1,904 32 和 水 町

122 1,345 1,039 306 南 関 町

122 10,618 10,444 174 長 洲 町

52 8,276 7,304 972 大 津 町

52 1,311 1,307 4 菊 陽 町

102 1,285 763 522 南小国町

262 1,360 1,363 △ 3 小 国 町

102 802 474 328 産 山 村

102 1,276 767 509 高 森 町

102 1,127 937 190 南阿蘇村

102 995 775 220 西 原 村

86 1,910 1,930 △ 20 御 船 町

73 1,538 1,070 468 嘉 島 町

75 8,844 8,773 71 益 城 町

75 1,217 1,232 △ 15 甲 佐 町

84 271 システム改修委託料 9,322 9,177 145 山 都 町

72 1,094 1,096 △ 2 氷 川 町

52 1,211 1,244 △ 33 芦 北 町

207 1,206 1,233 △ 27 津奈木町

110 1,179 729 450 錦 町

62 1,848 1,479 369 あさぎり町

107 10,562 10,467 95 多良木町

62 1,527 997 530 湯 前 町

62 1,352 1,102 250 水 上 村

94 7,962 7,541 421 相 良 村

80 1,554 1,562 △ 8 五 木 村

62 1,037 615 422 山 江 村

62 835 887 △ 52 球 磨 村

72 1,223 1,071 152 苓 北 町

0 31 31 31 31 町 村 数

0 2,913 87,736 81,052 6,684 合 計

‐ 94.0 2,830.2 2,614.6 216 平 均‐

271

1

負担金・補助
及 び

交 付 金

備 品
購 入 費

町 村 名
増 減

(A) － (B)
計 (A)

令和３年度
最終予算額

(B)
そ の 他 具 体 名
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４．監査委員報酬・費用弁償調　（令和４年度当初予算）

年 額 月 額 日 額 年 額 月 額 日 額
下
益
城
郡

美 里 町 270,000 196,000

玉 東 町
（会議時間が
4時間未満の
場合は半額）

7,500
（会議時間が
4時間未満の
場合は半額）

6,900

和 水 町 7,500 6,900

南 関 町 7,500 6,900

長 洲 町 7,500 6,900

大 津 町 7,100 7,100

菊 陽 町 7,100 7,100

南小国町 6,000 5,200

小 国 町 300,000 230,000

産 山 村 200,000 160,000

高 森 町 6,400 213,000

南阿蘇村 300,000 230,000

西 原 村 230,000 165,000

御 船 町 7,300 7,100

嘉 島 町 6,600 6,600

益 城 町 7,400 7,100

甲 佐 町 7,000 6,800

報 酬

阿

蘇

郡

菊

池

郡

代 表 議 選
郡

名
町 村 名

玉

名

郡

上

益

城

郡
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（単位：円）

車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料

1日2,100
半日1,050

37/km
他実費

1日2,400
半日1,200
(半日は往復20km

未満の地域）

11,800 37/km
他実費

1日2,400
半日1,200

甲 13,100
乙 11,800

1,100 37/km
または実費

2,200 9,800 37/km
または実費

2,200
甲10,900
乙 9,800

1,000 37/km
2,200

（荒尾玉名地域
及び山鹿地域は

定額の1/2）

9,800 37/km 2,200
甲 10,900
乙  9,800

37/km 600 37/km 1,800 37/km 1,800
甲 11,100
乙 10,000

500 37/km
管内 1,100
管外 2,200 9,800 37/km

甲 3,000
乙 2,200

甲 10,900
乙  9,800

2,200 37円/㎞
または実費

2,200 10,900 37円/km
または実費

2,200 10,900

2,200 37円/㎞ 2,200 10,900 37円/㎞ 2,200 10,900

1,000 35/km 1,000 10,000 35/km 1,000 12,000

   30/km 2,000 10,000 30/km

2,000
(国民の祝日に関
する法律（昭和23
年法律第178号）
に規定する休日並
びに土曜日、日曜
日並びに1月2日、
3日、12月29日、
30日及び31日に、
熊本市以遠の地に
日帰りで出張をす
る場合の日当は、
10割増とする。)

10,000 30/km

2,000
　(九州以外

（沖縄県を除く）に
航空機を利用する場

合に支給。
国民の祝日に関する
法律（昭和23年法律
第178号）に規定する
休日並びに土曜日、
日曜日並びに1月2

日、3日、12月29日、
30日及び31日に、日
帰りで出張をする場

合の日当は、
10割増とする。）

12,000

   30/km 1,000    30/km 1,000
10,000

（大分県竹田市は、
県内とみなす）

30円/km 1,000
10,000

（大分県竹田市は、
県内とみなす）

   37/km
1,000

（阿蘇郡市内全域、
大津町、山都町は

支給なし）

11,000 実費
2,600

（大分県竹田市、宮崎県
高千穂町及び五ヶ瀬町は

支給なし）

12,000

2,000 30/km 2,500 10,000
実費

（航空券運賃の算出
はパック料金から
8,000円を控除した

額とみなす）

2,500 12,000

2,200 37/km
または実費

2,200 11,000 37/km
または実費

2,200 12,000

37/km 37/km 1,900 12,000 37/km 1,900
甲 13,000
乙 12,000

2,200 37/km 2,200 13,000 37/km 2,200
甲 14,000
乙 13,000

2,200 37/km 2,200 12,000 条例による 2,200
甲 13,000
乙 12,000

1,500 37/km
または実費

1,500 12,000 37/km
または実費

1,500
甲13,000
乙12,000

費 用 弁 償
町 村 内 町 村 外 （ 県 内 ） 町 村 外 （ 県 外 ）
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４．監査委員報酬・費用弁償調　（令和４年度当初予算）

年 額 月 額 日 額 年 額 月 額 日 額

報 酬
代 表 議 選

郡

名
町 村 名

上
益
城
郡

山 都 町 7,000 6,900

八
代
郡

氷 川 町 7,800 6,300

芦 北 町 7,900 6,100

津奈木町 8,800 6,000

錦 町 6,800 5,800

あさぎり町 12,000 5,800

多良木町 12,000 6,000

湯 前 町 12,000 5,300

水 上 村 12,000 5,800

相 良 村 7,000 5,400

五 木 村 12,000 6,000

山 江 村 6,800 5,800

球 磨 村 7,000 6,000

天
草
郡

苓 北 町 （半日4,500） 8,400 （半日4,000） 7,400

5町村 26町村 6町村 25町村
260,000 8,169 199,000 6,368
300,000 12,000 230,000 7,400
200,000 6,000 160,000 5,200最 低

葦

北

郡

町 村 数
平 均
最 高

球

磨

郡
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（単位：円）

車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料

費 用 弁 償
町 村 内 町 村 外 （ 県 内 ） 町 村 外 （ 県 外 ）

37円/km
（片道2㎞以上

で支給）
1,100 37円/km

2,200
(上益城郡内、
美里町、高森町

は 1,100)

12,000 37円/km
2,200

(宮崎県
五ヶ瀬町は1,100)

甲 13,000
乙 12,000

950 37/km 1,150 37/km 2,300
甲 11,900
乙 10,800

   37/km 500 37/km 1,100 11,800 37/km 2,200
甲 13,100
乙 11,800

(公用車使用の場合
1,000円支給） 500

37/km
(公用車使用の場合

1,000円支給)

2,000 10,900
37/km

(公用車使用の場合
1,000円支給)

2,000 10,900

   37/km 1,000
（4時間以内500）

37/km 1,000
（4時間以内500）

10,000 37/㎞ 1,000
（4時間以内500円）

13,000

37/km 1,100 37/km 2,200
10,000

（政令指定都市
13,000円）

37/km 2,200
12,000

（東京都及び
政令指定都市
13,000円）

   37/km 1,500 7,000 37/km 1,500 12,000 37/km
九州　1,500

九州外　2,000
九州　13,000

九州外　14,000

1,600

実費
（球磨地域

振興局管外は
1,500円、
熊本市は
3,000円を

加算）

1,600
（宿泊を伴う

場合は
1日当たり

2,000円
を加算）

実費
（10,000円を

上限とする）

実費
（県庁所在地

3,000円
東京都及び

政令指定都市
5,000円

を加算）

1,600
（宿泊を伴う

場合は
1日当たり

2,000円
を加算）

実費
（東京都及び
政令指定都市
14,000円を
上限とする

その他
12,000円を

上限とする）

実費 1,700 実費 実費 1,800 10,000 実費 1,800
12,000

（東京都は
14,000円）

1,200 5,000 20/km 1,200 10,000 20/km 1,200 12,000

30/km
または実費
（原則公用車

使用）

1,500～
2,100

10,000
30/km

または実費
（原則公用車

使用）

2,500～
3,100

12,000

1,700 30/km 2,000 11,000 30/km 2,200 13,000

37/km 1,000 6,000    37/km 1,000 10,000    37/km 1,000 12,000

1,000  37/km 2,000 10,300  37/km 2,000
甲 11,500
乙 10.300
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５．令和３年度監査所要日数調（令和3年4月1日～令和4年3月31日）　
（１）　監査所要日数総括表

下
益
城
郡

美 里 町 1 11 1 4 12 12

玉 東 町 1 11 1 1 12 12

和 水 町 1 12 1 3 1 12 12 24

南 関 町 2 22 1 2 12 14

長 洲 町 2 34 2 2 12 36

大 津 町 1 20 1 3 12 14

菊 陽 町 1 15 12 13

南小国町 1 10 1 15 1 3 12 12

小 国 町 1 8 1 4 13 13

産 山 村 1 1 1 1 1 1 12 12

高 森 町 3 9 1 1 12 12

南阿蘇村 1 3 12 12

西 原 村 1 6 1 1 1 1 12 12

御 船 町 1 10 1 10 12 26

嘉 島 町 1 29 1 12 1 1 12 12

益 城 町 1 8 1 8 12 26

甲 佐 町 1 8 1 1 12 24

山 都 町 1 15 1 3 12 23

八
代
郡

氷 川 町 1 6 1 5 1 4 12 12

玉

名

郡

菊

池

郡

上

益

城

郡

阿

蘇

郡

回

数

日

数

日

数

郡

名

出 納 検 査

回

数

回

数

随 時
町村名

一 般 監 査

随時監査

回

数

回

数

定期監査 請願措置

　　特　　別　　監　　査 

日

数

回

数

日

数

財政的
援助団体等 例 月

日

数

議会請求

件

数

日

数

日

数

日

数

日

数

件

数

長の要求行政監査

件

数

日

数

件

数

直接請求
共同設置
機 関

日

数

件

数
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8 9 8 1 1 1 14 17 38 美 里 町

8 3 8 1 14 1 14 30 29 玉 東 町

11 4 6 4 19 4 1 14 15 37 77 和 水 町

7 8 7 2 1 1 15 15 49 南 関 町

6 8 6 2 11 1 1 1
協議会の要求
による監査 16 24 84 長 洲 町

8 16 8 1 1 1 14 17 55 大 津 町

7 16 7 1 1 1 13 15 46 菊 陽 町

8 5 5 1 18 12 15 31 58 南小国町

9 9 6 2 2 1 15 17 37 小 国 町

7 5 7 1 12 12 15 26 33 産 山 村

7 10 7 1 17 3 16 31 36 高 森 町

9 5 4 1 1 1 3 16 13 17 38 南阿蘇村

6 7 6 1 4 13 15 16 41 西 原 村

8 10 8 1 1 1 1 1 義援金監査 14 18 59 御 船 町

7 16 7 1 1 1 15 15 72 嘉 島 町

6 8 6 1 14 1 14 26 52 益 城 町

5 8 5 1 16 1 14 26 43 甲 佐 町

8 9 8 1 14 1 14 30 52 山 都 町

6 6 1 1 12 1 15 19 35 氷 川 町

基金運
用状況

日

数

日

数

決 算
審 査

件

数

指定金
融機関

件

数

日

数

そ の 他

具 体 名

職員の
賠 償
責 任

日

数

住 民
請 求

件

数

日

数

町村名

件

数

日

数

件

数

回

数

日

数

件

数

合 計

件

数

日

数

件

数

財政健全
化法によ
る 審 査
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５．令和３年度監査所要日数調（令和3年4月1日～令和4年3月31日）　
（１）　監査所要日数総括表

回

数

日

数

日

数

郡

名

出 納 検 査

回

数

回

数

随 時
町村名

一 般 監 査

随時監査

回

数

回

数

定期監査 請願措置

　　特　　別　　監　　査 

日

数

回

数

日

数

財政的
援助団体等 例 月

日

数

議会請求

件

数

日

数

日

数

日

数

日

数

件

数

長の要求行政監査

件

数

日

数

件

数

直接請求
共同設置
機 関

日

数

件

数

芦 北 町 1 24 1 3 12 12

津奈木町 1 7 12 12

錦 町 1 3 3 3 12 19

あさぎり町 1 11 1 2 1 2 12 24

多良木町 1 10 2 4 12 24

湯 前 町 1 5 2 2 12 15

水 上 村 1 4 12 12

相 良 村 1 5 1 1 12 24

五 木 村 1 1 12 12

山 江 村 1 3 12 16

球 磨 村 1 5 1 1 5 1 12 12

天
草
郡

苓 北 町 1 6 2 2 12 12

31 31 10 10 20 20 3 3 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 10.4 1.3 4.3 1.4 2.3 1.0 10.0 12.0 16.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3 34 3 15 5 4 1 12 13 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 8 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## 322 13 43 3 30 373 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(注） #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

葦

北

郡

球

磨

郡

最少・最短

町 村 数

平 均

最多・最長

１　各項目を同時に行った場合でも、所要日数をそれぞれの項目に回答。

２　各項目の監査所要日数は１日以上として回答。（例えば、監査を半日行った場合でも１日と
　する。）

３　定期監査の回数は、実施時期の回数ではなく、監査対象を全て行った場合を１回とする。

４　財政的援助団体等の監査の回数は、団体や事業の数ではなく実施時期の回数を回答。

５　随時検査は、制度としてはないが、実際に行った場合、回答。
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基金運
用状況

日

数

日

数

決 算
審 査

件

数

指定金
融機関

件

数

日

数

そ の 他

具 体 名

職員の
賠 償
責 任

日

数

住 民
請 求

件

数

日

数

町村名

件

数

日

数

件

数

回

数

日

数

件

数

合 計

件

数

日

数

件

数

財政健全
化法によ
る 審 査

10 7 10 1 1 1 14 21 48 芦 北 町

7 10 7 1 1 1 13 15 31 津奈木町

6 9 3 3 2 2 16 11 39 錦 町

8 9 2 1 12 1 15 22 50 あさぎり町

8 9 8 1 3 1 15 19 49 多良木町

6 4 3 1 1 1 15 10 28 湯 前 町

9 4 9 1 20 1 13 38 22 水 上 村

6 10 3 1 11 1 14 20 42 相 良 村

10 8 3 1 16 2 13 29 24 五 木 村

8 7 1 1 1 1 13 10 28 山 江 村

7 5 2 1 14 1 19 23 26 球 磨 村

11 4 6 1 19 1 15 36 26 苓 北 町

31 31 31 31 0 0 31 31 2 2 0 0 2 2 31 31 31 町村数

7.6 8.0 5.7 1.3 ‐ ‐ 8.4 2.3 2.0 15.0 ‐ ‐ 1.0 1.0 14.5 22.0 43.5 平均

11 16 10 4 0 0 20 13 3 16 0 0 1 1 19 38 84 最多・最長

5 3 1 1 0 0 1 1 1 14 0 0 1 1 13 10 22 最小・最短

0 0 237 248 177 39 0 0 261 72 4 30 0 0 2 2 451 681
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
６　決算審査の件数は、審査した決算の合計件数を回答。

７　財政健全化法による審査の件数は、審査した会計の数を回答。

該当町村なし。

（２）　実施していない理由（令和3年4月1日～令和4年3月31日）　

　定期監査、財政健全化法による審査等、例月出納検査、決算審査、基金運用状況審査について
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（３）　監査所要日数詳解（令和3年4月1日～令和4年3月31日）　

監査委員 会計管理者

下
益
城
郡

美 里 町 12 1.0 1 ○ ○ 11 ○ ○

玉 東 町 12 1.0 1 ○ ○ 11 ○ ○

和 水 町 24 2.0 2 ○ ○ 12 ○ ○

南 関 町 14 1.2 2 ○ ○ 22 ○ ○

長 洲 町 36 3.0 3 ○ ○ 34 ○ ○

大 津 町 14 1.2 2 ○ ○ 20 ○ ○

菊 陽 町 13 1.1 2 ○ ○ 15 ○

南小国町 12 1.0 1 ○ ○ 10 ○ ○

小 国 町 13 1.1 2 ○ ○ 8 〇 ○

産 山 村 12 1.0 1 ○ ○ 1 ○ ○

高 森 町 12 1.0 1 ○ ○ 9 ○ ○

南阿蘇村 12 1.0 1 〇 〇 3 〇 〇

西 原 村 12 1.0 1 ○ ○ 6 ○ ○

御 船 町 26 2.2 3 ○ 〇 10 〇 ○

嘉 島 町 12 1.0 1 ○ ○ 29 ○ ○

益 城 町 26 2.2 3 ○ ○ 8 ○ ○

実 施

２ヶ月
以上分散

例 月 出 納 検 査

部課全部
実施

証拠書類
の検査

無

年 間
総 日 数

実 施 要 領

（様式の決定者）

上

益

城

郡

年 間
総 日 数

月 平 均
日 数

最 長 月
日 数

阿

蘇

郡

玉

名

郡

郡

名

調 書 の 様 式

定 期

１ヶ月
集中

菊

池

郡

町 村 名
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監査委員 会計管理者

○ 8 9 1 5 4 美 里 町

　○ 8 3 1 5 1 玉 東 町

○ 10 4 1 1 1 1 3 和 水 町

　○ 7 8 1 5 2 南 関 町

　○ 4 3 2 5 2 4 2 長 洲 町

　○ 5 15 3 1 1 4 3 大 津 町

○ 　○ 6 16 1 1 菊 陽 町

　○ 8 5 1 13 3 南小国町

　○ 8 8 1 1 1 9 4 小 国 町

○ 7 5 1 1 1 産 山 村

　○ 7 10 1 4 1 高 森 町

〇 9 5 南阿蘇村

　○ 5 6 1 1 1 1 1 西 原 村

　○ 7 9 1 1 御 船 町

　○ 7 16 1 2 1 嘉 島 町

　○ 4 7 2 1 益 城 町

（様式の決定者）

決 算 審 査

日 数
回 数 件 数

財政的援助団体等の監査

日 数

一般･特別会計 企 業 会 計

件 数 日 数 件 数

結 果

部課一部
のみ実施

町 村 名

監 査

調 書 の 様 式

無
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（３）　監査所要日数詳解（令和3年4月1日～令和4年3月31日）　

監査委員 会計管理者

実 施

２ヶ月
以上分散

例 月 出 納 検 査

部課全部
実施

証拠書類
の検査

無

年 間
総 日 数

実 施 要 領

（様式の決定者）年 間
総 日 数

月 平 均
日 数

最 長 月
日 数

郡

名

調 書 の 様 式

定 期

１ヶ月
集中

町 村 名

甲 佐 町 24 2.0 2 ○ ○ 8 ○ ○

山 都 町 23 1.9 2 ○ ○ 15 ○ ○

八
代
郡

氷 川 町 12 1.0 1 ○ ○ 6 ○ ○

芦 北 町 12 1.0 1 ○ ○ 24 ○ ○

津奈木町 12 1.0 1 ○ ○ 7 ○ ○

錦 町 19 1.6 2 ○ ○ 3 ○ ○

あさぎり町 24 2.0 2 ○ ○ 11 ○ ○

多良木町 24 2.0 2 ○ ○ 10 〇 ○

湯 前 町 15 1.3 2 ○ ○ 5 ○ ○

水 上 村 12 1.0 1 ○ ○ 4 ○ ○

相 良 村 24 2.0 2 ○ ○ 5 ○

五 木 村 12 1.0 1 ○ ○ 1 ○

山 江 村 16 1.3 2 ○ ○ 3 ○ ○

球 磨 村 12 1.0 1 ○ ○ 5 ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 12 1.0 1 ○ ○ 6 ○ ○

31 31 31 31 13 17 1 31 22 9 28

16.6 1.4 1.6 10.4

36 3.0 3 34
12 1.0 1 1

最多・最長
最少・最短

町 村 数

球

磨

郡

上

益

城

郡

葦

北

郡

平 均
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監査委員 会計管理者

（様式の決定者）

決 算 審 査

日 数
回 数 件 数

財政的援助団体等の監査

日 数

一般･特別会計 企 業 会 計

件 数 日 数 件 数

結 果

部課一部
のみ実施

町 村 名

監 査

調 書 の 様 式

無

　○ 5 8 1 1 1 甲 佐 町

　○ 6 8 2 1 1 6 3 山 都 町

○ 6 6 1 1 4 氷 川 町

○ 9 7 1 1 1 8 3 芦 北 町

　○ 7 10 津奈木町

○ 5 8 1 1 錦 町

　○ 6 8 2 1 1 2 2 あさぎり町

○ 7 8 1 1 2 9 4 多良木町

　○ 5 3 1 1 2 201 2 湯 前 町

　○ 9 4 水 上 村

〇 　○ 6 10 相 良 村

○ ○ 8 7 2 1 五 木 村

○ 8 7 山 江 村

　○ 7 5 5 5 1 球 磨 村

○ 11 4 苓 北 町

3 28 2 1 31 31 15 15 20 20 20 町 村 数

6.9 7.5 1.5 1.3 1.4 14.4 2.3 平 均

11 16 3 5 5 201 4 最多・最長

4 3 1 1 1 1 1 最小・最短
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６．監査委員活動日数調（令和3年4月1日～令和4年3月31日）　

代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 具 体 名 代表 議選

下
益
城
郡

美 里 町 35 35 5 2 1 1 佐俣の湯 41 38

玉 東 町 28 28 12 1 2 2 3 3 46 33

和 水 町 34 36 1 2 2 3 3 14 14 住民監査請求 54 55

南 関 町 49 49 7 7 4 4 60 60

長 洲 町 81 80 10 10 16 2 2 2 2 1 郡協議会監査 112 94

大 津 町 53 53 1 1 2 2 2 1 1 59 57

菊 陽 町 44 41 5 4 1 1 1 3 54 46

南小国町 46 46 2 2 1 2 2 1 1 阿蘇郡総会 52 51

小 国 町 36 37 1 1 1 2 2 2 2 42 42

産 山 村 18 17 1 2 2 21 19

高 森 町 31 23 7 3 2 1 3 1 46 25

南阿蘇村 33 33 2 3 3 38 36

西 原 村 27 25 2 2 2 31 27

御 船 町 46 46 1 1 19 2 2 1 69 49

嘉 島 町 55 22 12 10 2 2 3 2 82 26

益 城 町 42 42 11 11 6 6 2 65 55

甲 佐 町 40 38 2 1 7 3 1 52 40

山 都 町 48 48 9 9 14 1 1 3 3 1 1 引継ぎ 76 62

八
代
郡

氷 川 町 35 34 1 9 1 1 46 35

郡

名
町 村 名

玉

名

郡

菊

池

郡

合計

(単位：日）

監査所要
日数

庶務処理
等

登庁日数 本会議

議会出席
そ の 他

委員会

視察
研修会

公共団体
等への

会合出席

上

益

城

郡

阿

蘇

郡
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６．監査委員活動日数調（令和3年4月1日～令和4年3月31日）　

代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 代表 議選 具 体 名 代表 議選

郡

名
町 村 名

合計

(単位：日）

監査所要
日数

庶務処理
等

登庁日数 本会議

議会出席
そ の 他

委員会

視察
研修会

公共団体
等への

会合出席

芦 北 町 46 43 1 1 1 48 44

津奈木町 29 28 2 2 3
県監査委員

協議会理事会 34 30

錦 町 39 39 3 3 1 2 2 45 44

あさぎり町 50 47 2 1 2 2 1 55 50

多良木町 49 49 4 4 4 2 8 65 55

湯 前 町 27 28 1 2 3
郡監査委員

協議会役員会 31 30

水 上 村 20 20 2 2 3 1 25 23

相 良 村 42 42 6 6 1 2 2 1 52 50

五 木 村 24 24 2 1 26 25

山 江 村 27 27 4 2 2 1 34 29

球 磨 村 25 25 1 2 2 28 27

天
草
郡

苓 北 町 20 20 3 3 2 2 2 2 2 4 1 1 1
苓北町給食

会計特別監査 34 29

31 31 19 14 23 1 1 1 29 28 18 13 8 5 8 31 31

38.0 36.3 5.2 4.5 4.6 － 2.0 2.0 2.1 1.8 2.9 2.0 3.1 3.6 0.0 49.1 41.5

81 80 12 11 19 2 2 2 5 3 8 4 14 14 0 112 94

18 17 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 21 19

#### #### 99 63 106 2 2 2 60 50 52 26 25 18 #### ####

球

磨

郡

葦

北

郡

町 村 数

平 均

(注）
１　各項目を同時に行った場合も、所要日数をそれぞれの項目に回答。

２　議員選出監査委員の議会出席の本会議欄は、地方自治法第１２１条による説明員として
　出席した場合のみの日数を回答。委員会欄は、監査委員として出席要求があり、出席した
　日数を回答。

３　その他の欄は、各項目のほか広く監査委員としての用務を行った日数を回答。

最 短

最 長
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６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 指 定席 特になし

城
郡

下
益 美 里 町 ○

玉 東 町 ○ ○

和 水 町 ○ ○

南 関 町 ○

長 洲 町 ○ ○ ○ ○ ○

大 津 町 ○ ○

菊 陽 町 ○ ○

南小国町 ○ ○

小 国 町 ○ ○

産 山 村 ○ ○

高 森 町 〇 〇 ○

南阿蘇村 ○ ○

西 原 村 ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○ ○ ○

嘉 島 町 ○ ○ ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ ○ ○ ○

芦 北 町 ○

津奈木町 ○

錦 町 ○ ○

あさぎり町 ○ ○

多良木町 ○

湯 前 町 ○

水 上 村 ○

相 良 村 ○ ○

五 木 村 ○

山 江 村 ○ ○ ○

球 磨 村 〇 ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○

6 22 7 8 0 0 0 0 22 9

７．識見監査委員の各定例会本会議（令和３年度）への出席状況等調

出席要求は受けないが
慣 例 に よ り 出 席

議 場 内 の
監 査 委 員 席

議 会 か ら 出 席 要 求 を
受 け て 出 席

合 計

玉

名

郡

郡

名
町 村 名

菊
池
郡

葦
北
郡

球

磨

郡

阿

蘇

郡

上

益

城

郡
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８．監査規程等制定の有無、監査年間計画作成等調

有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無
城
郡

下
益 美 里 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

玉 東 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

和 水 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南 関 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長 洲 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 津 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南小国町 〇 ○ 〇 ○ ○ ○ ○

小 国 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

産 山 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高 森 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇

南阿蘇村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西 原 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

嘉 島 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
八

代

郡
氷 川 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

芦 北 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

津奈木町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

錦 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多良木町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湯 前 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

相 良 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇

五 木 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 江 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

球 磨 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
天

草

郡
苓 北 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 10 18 13 26 5 22 9 31 0 0 31 14 17

(注)　工事監査等の外部委託は、地方自治法第２５２条の２７による外部監査契約で
はなく制度としてはないが、直接請求による監査、議会の要求による監査及び定期監
査等を行うについて、監査の性質上、土木、建築等の専門的知識が必要な場合に当該
工事の調査等を民間団体等に対し外部委託している場合該当。

球

磨

郡

葦
北
郡

工事監査等
の外部委託

菊
池
郡

郡

名

阿

蘇

郡

令和４年度
監 査 計 画

玉

名

郡

町 村 名

合 計

監査規程 専用事務室処務規程 公印規程

上

益

城

郡

監査基準の
例規集への

掲載
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事 由 理 由

○ ○ ○ 美 里 町

○ ○ ○ 玉 東 町

○ ○ ○ 和 水 町

○ ○ ○ 南 関 町

○ 〇 ○ 長 洲 町

○ ○ ○ 大 津 町

○ ○ ○ 菊 陽 町

○ ○ ○ 南小国町

○ ○ ○ 小 国 町

○ ○ ○ 産 山 村

○ ○ ○ 高 森 町

○ ○ ○ 南阿蘇村

○ ○ ○ 西 原 村

○ ○ ○ 御 船 町

○ ○ ○ 嘉 島 町

○ ○ ○ 益 城 町

○ ○ ○ 甲 佐 町

○ 〇 ○ 山 都 町

○ ○ ○ 氷 川 町

○ ○ ○ 芦 北 町

○ ○ ○ 津奈木町

○ ○ ○ 錦 町

○ 〇 〇 あさぎり町

○ ○ ○ 多良木町

○ ○ ○ 湯 前 町

○ ○ ○ 水 上 村

○ ○ ○ 相 良 村

○ ○ ○ 五 木 村

○ ○ ○ 山 江 村

○ 〇 ○ 球 磨 村

○ ○ ○ 苓 北 町

31 0 0 0 0 31 31 合 計

町 村 名有

勧告の実施の有無（法第199条第11項）

0

無有
総務大臣が示す

指針を踏まえて

変更した監査基準

（変更箇所）

既存監査基準を
監査基準として

位置づけ

令和３年度監査計画の変更

無

監査基準制定方法

総務大臣が
示す指針と
同一の基準

監査基準の
策定無し
（理由）
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９．議会・住民に対する監査結果の報告方法調

識 見 議 選 識 見 議 選 識 見 議 選
城
郡

下
益 美 里 町 ○ ○ ○

玉 東 町 ○ ○ ○

和 水 町 ○ ○ ○

南 関 町 ○ ○ ○

長 洲 町 ○ ○ ○

大 津 町 ○ ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○

南小国町 ○ ○ ○

小 国 町 ○ ○ ○

産 山 村 ○ ○ ○

高 森 町 ○ ○ ○

南阿蘇村 〇 〇 ○

西 原 村 ○ ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○

嘉 島 町 ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ ○

芦 北 町 ○ ○ ○

津奈木町 ○ ○ ○

錦 町 ○ ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○ ○

多良木町 ○ ○ ○

湯 前 町 ○ ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○

相 良 村 ○ ○ 〇

五 木 村 ○ ○ ○

山 江 村 ○ ○ ○

球 磨 村 ○ ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○

24 3 4 0 26 0 5 0 9 20 3 0

決 算

合 計

玉

名

郡

菊
池
郡

阿

蘇

郡

上

益

城

郡

葦
北
郡

文 書 と 併 せ て
口 頭 報 告

その他

文 書 と 併 せ て
口 頭 報 告

その他 文書のみ

郡

名

球

磨

郡

町 村 名

議 会 へ の 報 告

定 期

文書のみ

文 書 と 併 せ て
口 頭 報 告

その他 文書のみ

例 月
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(複数回答）

○ 美 里 町

○ 玉 東 町

○ 告示 和 水 町

○ 南 関 町

○ 長 洲 町

○ ○ 大 津 町

○ ○ ○ 菊 陽 町

○ 南小国町

○ 小 国 町

〇 産 山 村

○ 高 森 町

○ 南阿蘇村

○ 西 原 村

○ ○ 情報開示コーナー 御 船 町

○ 嘉 島 町

○ 益 城 町

○ 甲 佐 町

○ 山 都 町

○ 氷 川 町

○ 芦 北 町

○ 津奈木町

○ 錦 町

○ ○ あさぎり町

○ ○ ○ 多良木町

○ 湯 前 町

○ 水 上 村

○ 相 良 村

○ 五 木 村

○ ○ 山 江 村

○ 球 磨 村

○ 苓 北 町

7 1 22 6 2 3 合 計

その他

町 村 名

住 民 へ の 報 告

無

有

議会広報 町(村)広報 掲示板 ホームページ
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１０．議選監査委員の人選方法調

城
郡

下
益 美 里 町 ○

玉 東 町 ○

和 水 町 ○

南 関 町 ○

長 洲 町 ○

大 津 町 ○

菊 陽 町 ○

南小国町 ○

小 国 町 ○

産 山 村 ○

高 森 町 ○

南阿蘇村 ○

西 原 村 ○

御 船 町 ○

嘉 島 町 ○

益 城 町 ○

甲 佐 町 ○

山 都 町 ○
八
代
郡

氷 川 町 ○

芦 北 町 ○

津奈木町 ○

錦 町 ○

あさぎり町 ○

多良木町 ○

湯 前 町 ○

水 上 村 ○

相 良 村 ○

五 木 村 ○

山 江 村 ○

球 磨 村 ○
天
草
郡

苓 北 町 ○

24 5 2

（注）監査委員の選任は長の権限であるが(地方自治法第１９６条第１項)、人選の具体的
方法を回答。

合 計

葦
北
郡

球

磨

郡

玉

名

郡

菊
池
郡

阿

蘇

郡

上

益

城

郡

長 限 り で 決 め た
郡

名
町 村 名 議 会 に 一 任 長 と 議 会 で 相 談
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１１．令和２年度一般会計歳入歳出決算審査の概況調

下
益
城
郡

美 里 町 7月21日 7月21日 0 7月28日 8月16日 9 8月19日

玉 東 町 8月20日 8月23日 3 8月23日 8月25日 3 8月31日

和 水 町 7月8日 7月15日 7 7月16日 8月2日 4 8月2日

南 関 町 7月29日 7月30日 1 8月2日 8月12日 8 8月18日

長 洲 町 7月19日 7月28日 9 8月3日 8月20日 4 8月24日

大 津 町 6月23日 7月12日 19 7月16日 8月24日 12 8月26日

菊 陽 町 7月5日 7月5日 0 7月6日 8月13日 16 8月16日

南小国町 7月21日 7月21日 0 8月2日 8月27日 7 9月1日

小 国 町 6月15日 6月16日 1 6月23日 7月14日 9 8月27日

産 山 村 8月16日 8月20日 4 8月20日 8月24日 5 9月6日

高 森 町 7月29日 8月12日 14 8月16日 9月1日 10 9月1日

南阿蘇村 7月8日 7月8日 0 7月16日 7月28日 5 8月5日

西 原 村 7月8日 7月13日 5 7月14日 7月28日 7 8月12日

御 船 町 8月1日 8月2日 1 8月2日 8月26日 10 8月27日

嘉 島 町 7月16日 7月20日 4 7月20日 8月16日 8 8月19日

益 城 町 7月6日 7月7日 1 7月7日 7月28日 8 8月5日

甲 佐 町 7月8日 7月20日 12 7月21日 8月5日 8 8月18日

山 都 町 7月6日 7月6日 0 7月14日 8月5日 9 8月31日

八
代
郡

氷 川 町 7月12日 7月14日 2 7月19日 8月6日 6 8月23日

芦 北 町 7月8日 7月12日 4 7月14日 7月28日 7 8月24日

津奈木町 6月29日 6月29日 0 7月13日 7月30日 10 8月13日

決算審査意見書
を町村長に提出
し た 日 (E)実質審査日数

阿

蘇

郡

上

益

城

郡

(A)から(B)
までの期間日
数 ( )

玉

名

郡

菊

池

郡

監 査 委 員 の 決 算 審 査
郡

名
町 村 名

会計管理 者が
決算を町村長に
提出した日(A)

町村長が監査
委員に決算を
送付した日(B)

終 了
(D)

開 始
(C)

葦

北

郡
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１１．令和２年度一般会計歳入歳出決算審査の概況調

7 29 30 ○ 9月7日 美 里 町
下
益
城
郡

0 8 30 ○ 9月13日 玉 東 町

1 18 30 ○ 9月6日 和 水 町

3 19 30 ○ 9月6日 南 関 町

6 27 30 ○ 9月6日 長 洲 町

4 45 30 ○ 9月6日 大 津 町

1 42 30 ○ 9月3日 菊 陽 町

12 42 30 ○ 9月16日 南小国町

7 72 △ 60 ○ 9月9日 小 国 町

0 17 10 ○ 9月6日 産 山 村

4 20 △ 30 ○ 9月10日 高 森 町

8 28 30 ○ 9月2日 南阿蘇村

1 30 30 ○ 9月9日 西 原 村

0 25 26 ○ 9月9日 御 船 町

0 30 30 ○ 9月3日 嘉 島 町

0 29 30 ○ 9月6日 益 城 町

1 29 30 ○ 9月10日 甲 佐 町

8 56 60 ○ 9月2日 山 都 町

5 40 30 ○ 9月9日 氷 川 町
八
代
郡

2 43 50 ○ 9月6日 芦 北 町

14 45 50 ○ 9月10日 津奈木町

職員が作成し
てから監査委
員 が 検 討

監 査 委 員
自 身 で 作 成

(B)から(E)ま
で条例で規定
されている日

数

(B)から(C)ま
での所要日数
（ ）

監査委員の指示
を 受 け て から
職 員 が 作 成

(B)から(E)ま
での所要日数
（ ）

決 算 が 上 程
された最初の
本 会 議

意 見 書 の 作 成 要 領

葦

北

郡

町 村 名

玉

名

郡

菊

池

郡

阿

蘇

郡

上

益

城

郡

郡

名
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１１．令和２年度一般会計歳入歳出決算審査の概況調

決算審査意見書
を町村長に提出
し た 日 (E)実質審査日数

(A)から(B)
までの期間日
数 ( )

監 査 委 員 の 決 算 審 査
郡

名
町 村 名

会計管理 者が
決算を町村長に
提出した日(A)

町村長が監査
委員に決算を
送付した日(B)

終 了
(D)

開 始
(C)

錦 町 7月2日 7月5日 3 7月14日 8月19日 10 8月25日

あさぎり町 6月21日 7月14日 23 7月15日 8月5日 9 8月26日

多良木町 6月28日 7月1日 3 7月5日 8月24日 9 8月26日

湯 前 町 7月13日 7月16日 3 7月19日 8月5日 4 8月13日

水 上 村 7月19日 7月27日 8 7月29日 8月6日 4 8月26日

相 良 村 7月13日 7月13日 0 7月21日 8月6日 10 8月11日

五 木 村 7月16日 7月19日 3 7月19日 8月19日 8 8月24日

山 江 村 7月1日 7月16日 15 7月26日 8月11日 7 8月11日

球 磨 村 7月9日 7月9日 0 7月19日 7月29日 6 8月24日

天
草
郡

苓 北 町 6月28日 6月30日 2 7月7日 8月23日 4 8月30日

平均4.7日 平均7.6日

最長23日 最長16日

最短0日 最短3日

合 計 等

(注)
１　委員の決算審査の開始とは初めて着手した日、終了とは委員が意見の最終決定
　をした日を指す。

２　(Ｂ)から（Ｅ）まで条例で規定されている日数について、条例の規定に｢ただ
　し、審査が○日以内に完了しない場合には、その旨を町（村）長に通知し当該期
　間を延長することができる。｣とある場合には△印を併記。

３　期間の日数の計算については、初日を算入しない。

球

磨

郡

 6月 6町村
 7月22町村
 8月 3町村

 6月 3町村
 7月24町村
 8月 4町村

 6月 1町村
 7月23町村
 8月 7町村

 7月 7町村
 8月23町村
 9月 1町村

 8月28町村
 9月 3町村
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１１．令和２年度一般会計歳入歳出決算審査の概況調

職員が作成し
てから監査委
員 が 検 討

監 査 委 員
自 身 で 作 成

(B)から(E)ま
で条例で規定
されている日

数

(B)から(C)ま
での所要日数
（ ）

監査委員の指示
を 受 け て から
職 員 が 作 成

(B)から(E)ま
での所要日数
（ ）

決 算 が 上 程
された最初の
本 会 議

意 見 書 の 作 成 要 領

町 村 名
郡

名

9 51 30 〇 9月7日 錦 町

1 43 45 ○ 9月9日 あさぎり町

4 56 △ 50 〇 9月7日 多良木町

3 28 △ 30 ○ 9月8日 湯 前 町

2 30 30 ○ 9月9日 水 上 村

8 29 30 ○ 9月10日 相 良 村

0 36 △ 30 〇 9月8日 五 木 村

10 26 30 ○ 9月7日 山 江 村

10 46 30 ○ 12月10日 球 磨 村

7 61 規定なし ○ 9月8日 苓 北 町
天
草
郡

平均4.5日 平均35.5日 8町村 21町村 2町村

最長14日 最長72日

最短0日 最短8日

 9月30町村
12月 1町村

10日　 1
26日　 1
30日　19
△30日 3
60日　 1
△60日 1
45日　 1
50日　 2
△50日 1
なし   1

球

磨

郡

合 計 等
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１２．令和２年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

下

益

城

郡

美 里 町

町長
議長
教育長

農委会長

資料１：請負・委託工事に関する調書（１件100万円以上のみ）
資料２：業務委託に関する調書（１件100万円以上のみ）
資料３：職員数調書
資料４：指定管理者施設の収支状況
資料５：各種団体等会計通帳調
資料６：ＡＥＤ設置に関する調査票、各種被保険者数及び給付費等調書、上下水
道加入状況等調書、町営住宅使用料内訳書、宅地及び販売調書、一時借入金調
書、基金繰替運用調書、年度末における起債残高に関する調書、入札状況調査、
防災行政無線使用料調書、奨学金貸付状況調書

玉 東 町 特になし

和 水 町 町長

決算統計資料
財政分析指標
募金の状況
公営企業に対する操出しの状況
繰越額等の状況

南 関 町 町長
滞納内訳書
不納欠損額調書

長 洲 町 町長

決算カード
決算統計調査資料
自主依存財源年度別推移
町債の状況
繰越明許費の報告
不納欠損処分調書
滞納繰越状況
主要施策の成果（参考）

大 津 町 町長

決算統計資料
備品台帳
歳入調定簿
調定伝票
支出命令書
税収状況説明資料
不能欠損調書
歳入調定繰越調書
準公金管理総括表
貸付金滞納調書等

菊 陽 町

町長
議長
教委
農委
選管

各種証憑
契約書
積算設計書・仕様書及び成果品(報告書等)
事務分掌表
備品台帳
施設台帳
財産台帳
時間外勤務一覧表
町単独補助金・交付金・助成金等に関する調査一覧表

阿

蘇

郡

南小国町 町長

財政分析指標
令和２年度施策の主要事業実施状況
町税現年度分収入状況（令和２年度分）
滞納繰越分収入状況（令和元年度以前）
税目別構成現年度分比較表
町税収入の推移
令和２年度基金運用状況
令和２年度預金利子調書

玉

名

郡

菊

池

郡
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１２．令和２年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

小 国 町 町長

工事請負契約調
委託業務契約調
補助金等交付調
収入未済額調
施設管理費調
物品等購入契約調

産 山 村 村長

決算統計調査資料
契約事項調書
滞納内訳調書
不能欠損額調書
住民税未申告者調書
流用科目明細書
特別導入事業基金貸付明細書

高 森 町 町長

決算統計資料
財政分析指標
主要施策の成果報告
備品台帳

南阿蘇村 村長

主要施策の成果報告
決算統計資料
歳入歳出執行一覧
補助金・助成金の支出状況調べ
公金外現金状況調べ

西 原 村 村長

決算統計資料
年度別交付税交付状況
村税滞納状況資料
不能欠損処分状況
債務負担行為の状況
公用車一覧表
各契約一覧表

御 船 町

町長
教委
農委
選管

予算執行説明一覧
支出負担行為伺書
各種契約書
歳入調定繰越書
事務事業状況調
委託契約状況調
工事委託契約状況調
補助金・負担金支出状況調

嘉 島 町

町長
教委
農委
選管

基金調書（積立金）
各年度の財政収支の状況
性質別歳出の状況
一般財源の状況
各四半期別収入支出一覧表
主要施策の成果
収入未済額に関する調
過年度収入に関する調
不納欠損に関する調
町債に関する調
補助金等に関する調
地方債現在高の状況調
予備費充用に関する調
予算流用調書

阿

蘇

郡

上

益

城

郡
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１２．令和２年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

益 城 町 町長

流用一覧
滞納額一覧
不納欠損関連書類一覧
財産一覧（公有財産・物品）
入札一覧
交際費一覧
住宅使用料関係資料
工事・委託等契約一覧
分担金及び負担金市町村一覧
補助金交付の団体一覧
決算統計調査資料

甲 佐 町

町長
議長
教委
農委
選管

歳入決算額の調べ
不用額調べ
予算流用調べ
予備費充用調べ
予算の繰越しに関する調べ［繰越明許費］
予算の繰越しに関する調べ［事故繰越し］
委託料・使用料及び賃借料調べ
工事費調べ
補助金・負担金調べ
施設の管理状況調べ「稼働していない施設」
収納状況調べ
令和2年度の主な事業概要とその成果ほか
各課の事務分掌表

山 都 町

町長
議長
教委
農委
選管

成果説明書
歳入歳出別執行状況
支出原因行為決議書
補助金助成金関係書類
工事関係一覧
不納欠損関係書類

※指定の様式
歳入歳出状況
工事請負契約調
補助金・助成金等の支出状況調査
現地調査票（工事関係）

八

代

郡

氷 川 町
町長
教委
農委

主要施策の成果調書
工事請負契約調
委託契約の状況調
備品購入及び物品購入調
流用、充用に関する調
不能欠損処分に関する調
不用額調
歳入予算の未調定額及び収入未済額調

葦

北

郡

芦 北 町
町長
議長
教委

財政状況調べ
主要施策成果説明書
個人別時間外勤務調書
予算執行状況に関する調べ
補助金（負担金）支出状況調書
不用・流用・充用額説明書

上

益

城

郡
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１２．令和２年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

葦

北

郡

津奈木町
町長
教委
農委

財政状況調査
費用流用の状況
各課所轄の委託料
工事請負費
負担金、補助金及び交付金の実績一覧表
予備費補充の一覧表
備品購入一覧表
不納欠損処分明細表
徴税・国保税滞納内訳表
滞納徴収計画書
委託契約の状況調書
奨学金運用状況調書
社会体育施設利用状況調書
図書館利用状況調書
３，４，５条の申請件数、処理件数
農業者年金の状況

錦 町

町長
議長
教委
農委

事務分掌
歳入歳出予算の執行状況
決算統計調査資料
団体に対する補助金及び決算の状況
事務事業の実施状況及びその成果

あさぎり町

町長
教委
農委
選管

決算状況の推移
財政の主な指数等の推移
科目別歳入決算の状況
保育所措置費・使用料保護者負担金の収納状況
公営住宅使用料の収納状況
町税の収納状況
過去５年間における町税の収納状況
教育・保育給付費の負担区分別負担額の推移
町債の状況債務負担行為による借り入れの状況
目的別歳出決算の状況
性質別歳出決算の状況の推移
過去５年間における歳出決算の推移
基金の状況
子ども医療費助成受給者数の推移
子ども医療費助成額の推移
鍼灸施療費助成の推移
主要工事一覧表
補助金交付調書
主要な施策の成果説明書
不用額調書

多良木町

町長
議長
教委
農委

執行状況に関する調べ（歳入）
歳出予算説明別執行一覧
食糧費調書
各種団体等の視察研修実施状況調書
工事関係契約一覧表
公用車輌等の稼動状況調書
各施設等の年間利用実績表
物品出納計算書

球

磨

郡
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１２．令和２年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

水 上 村

村長
教委
農委
各委

負担金・使用料等の徴収状況調書
収入未済額調書
不用額調書
工事請負費・委託料一覧表
補助金支出調書
各種事業一覧表

相 良 村

村長
議長
教委
農委

職員担当業務一覧
主要施策・事業の成果説明書
請負工事・業務委託契約状況調べ
随意契約理由書
補助金交付調書
物品（備品）購入状況一覧表
不用額調書
所轄業務における懸案事項及び今後の課題等
一般会計に係る資料
特別会計に係る資料
歳計外現金に係る資料
奨学金に係る資料
時間外手当の支給状況

五 木 村 村長

決算統計資料
歳入調定簿
収入及び調定伝票不納欠損額調書
滞納内訳調書（村税、国保税、各種使用料等）
各種契約書
備品台帳
補助金等交付金実績書類
各種委託料及び補助金・助成金事業調書など

山 江 村

村長
議長
教委
農委
選管

預金及び国債の残高証明書（３月末・５月末）
財政状況調査資料
事業報告書
公共工事入札結果一覧表
契約状況調査
助成・補助団体の決算書

球 磨 村
村長
教委
農委

主要施策の成果報告書

≪決算全体に係るもの≫予算台帳、予算繰越しに関する書類、歳入歳出予算執行
整理簿、歳入・歳出金更正関係書類、予算の充用・流用に係る書類、起債台帳、
決算の分析／推移
≪歳入に関するもの≫調定・収納に関する帳票／台帳、収入科目・税目ごとの収
入実績（年度ごとの推移）、滞納額の年度推移、科目ごとの滞納者一覧表（税、
使用料、手数料、分担金、返還金、貸付金など）、滞納整理に係る帳簿類、滞納
処分の手続き書類(差し押さえ、執行停止・不納欠損・免除など)
≪歳出に関するもの≫決算書説明項目ごとの実績又は成果の一覧表（年度ごとの
推移）、入札(見積もり)に係る書類、契約に係る書類及び契約一覧表、時間外勤
務・出張に係る支出関係書類
≪財産に関するもの≫公有財産(不動産、備品、その他)台帳、財産管理(貸し付
け、使用許可)台帳、財産の増減(取得・処分)又は異動に関する書類
≪基金・貸付金に関するもの≫基金・貸付金の台帳、貸付け等決定に関する書
類、収入・支出の帳票及び証ひょう、運用状況及び実績（年度推移）、滞納一覧
（年度推移）及び滞納整理に関する帳簿類
≪補助金に関するもの≫補助金一覧表

町長
議長
教委
農委

湯 前 町

球

磨

郡
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１２．令和２年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

天

草

郡

苓 北 町
町長
教委
農委

【歳入】
（１）別紙決算書における照会事項調書
【歳出】
（１）別紙決算書における照会事項調書
（２）令和２年度で実施した重点的な取り組み事業及び新規取り組み事業につい
ての調書〔重点的な取り組み事業〕
①安心と安全に繋がる防災施策
②子ども・子育て支援および高齢者支援の更なる充実につながる施策
③ICTを活用した教育と人材を育てる教育力の向上を図る施策
④豊かな自然に育まれた農林・水産資源等を活用した産業振興施策
⑤地域の観光資源を活用した関係人口の創出・拡大につながる施策
⑥町の歴史を活かした文化が輝くまちづくりにつながる施策
【その他】
（１）昨年度の「決算審査」での指摘事項調書
（２）基金、地方債残高についての調書
（３）各特別会計の運営状況についての調書
○財政担当課提出書類
性質別歳出の状況、実質公債費比率の状況、年度別財政収支の状況、予算流用・
予備費充用調書（目間、節間における人件費間、物件費間の流用の資料提出不
要）、令和２年度起債対象事業

(注)
１　一般会計歳入歳出決算審査にあたって執行当局(町(村)長　教委　農委　選管　その他)に対し
　て要求した決算審査資料名を回答。

２　執行部側各課（総務課　税務課等）に対するものは　相手方は「町（村）長」に統一。

３　資料名には　「決算書」及び法（第２３３条）　法施行令（第１６６条）に基づき「決算事項
　別明細書」　「実質収支に関する調書」　「財産に関する調書」等審査が義務付けられているも
　のを除き、それ以外に監査委員が要求した資料を回答。
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１３．令和３年度監査活動実績調 (令和３年４月～令和４年３月)

郡 町 村名 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月

決 算 決 算

（一般・特別）

定 期 決 算

援 助 （一般・特別）

（商工会 他4）

住民監査請求 住民監査請求

決 算

定 期 決 算

(一般・特別)

定 期 定 期 決 算

随 時 援 助
（一般・特別・公営
（水道、下水道））

（ 老 人 ク ラ ブ
連 合 会 ）

援 助 決 算 決 算 定 期
（おおきく土地改良区
　　　　　　他3団体）

（一般・特別・工水・
　　　下水道・農集）

(一般・特別)

決 算 決 算

（一般・特会・
　　　　　　水道）

（一般・特会・
　　　　　　水道）

随 時

( 学 校 備 品 )

援 助 決 算

（商工会　他12） （一般・特別）

決 算 決 算 援 助

（一般・特別・
公営（水道））

（一般・特別） （農協 他4）

援 助

（商工会 他3）

援 助 随 時 決 算

（社会福祉法人） （ 現 金 ） （一般・特別）

定 期 定 期 決 算 決 算

（一般・特別） （一般・特別）

決 算 定 期
（一般、特会、水道）

随 時 決 算

（保育園備品） （一般、特別、公
営 （ 工 水 ） ）

（法第252条の４②
協議会の規約に基
づく監査）

（一般・特別）

（一般・特別・
公営（病院））

下

益

城

郡

玉

名

郡

南阿蘇村

阿

蘇

郡

美 里町

大 津町

菊 陽町

小 国町

高 森町

南小国町

産 山村

南 関町

長 洲町

玉 東町

和 水町

西 原村

菊

池

郡

- 40 -



１ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 町 村名

定 期 定 期

援 助 援 助

（指定管理者施設
　　　　　他１）

（指定管理者施設
　　　　　他１）

定 期 定 期

行 政 行 政

援 助

（菊水ロマン館
　　  　　　他5）

援 助 定 期 定 期

（ 子 ど も 会 合 会
他４団体、担当課）

定 期 定 期

援 助

定 期 定 期

定 期 定 期

定 期

定 期

定 期

（一般・特別）

援 助 定 期
（奥阿蘇物産館 他3）

住 民 請 求 住 民 請 求 住 民 請 求 住 民 請 求

定 期

菊 陽町

南小国町

小 国町

産 山村

西 原村

美 里町

玉 東町

和 水町

南 関町

長 洲町

南阿蘇村

（シルバー人材
　センター　他2）

高 森町

大 津町
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１３．令和３年度監査活動実績調 (令和３年４月～令和４年３月)

郡 町 村名 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月

決 算
（一般・特別・水道）

随 時 決 算 決 算

（委託・工事） （一般・特別・水道） （一般・特別・水道）

決 算 決 算
（一般・特別・水道・下水道） （一般・特別・水道・下水道）

決 算 決 算
（一般・特別・水道）

援 助 決 算 決 算
（道の駅通潤橋
　　　　  他５）

（ 一 般 ・ 特 別 ・ 公 営
（ 水 道 、 病 院 ） ）

（ 一 般 ・ 特 別 ・ 公 営
（ 水 道 、 病 院 ） ）

随 時 援 助 決 算
（町長部局備品 他1） （土地改良区 他7） （一般・特別）

定 期 援 助
（農協 他7団体）

決 算
（一般・特別・
            水道会計）

決 算
（一般・特別・水道）

決 算 決 算 決 算

（ 水 道 ） （一般・特別） （一般・特別）

随 時

（学校備品）

決 算 決 算
（一般・特別・
水道・下水道）

（一般・特別・
水道・下水道）

援 助 決 算
（槻木遺族会　他2） （一般・特別・水道）

援 助
（多良木町青年団
　　　　      他4）

決 算 決 算
（一般・特別・水道） （一般、特別、水道）

援 助
（商工会　他123）

決 算

（一般・特別）

決 算 随 時

（一般・特別） （学校備品）

決 算 決 算

（一般、特別、
簡 水 、 農 集 ）

（一般、特別、
簡 水 、 農 集 ）

（一般・特別・
　　 　現地調査）

益 城町

嘉 島町

五 木村

あさぎり町

水 上村

上

益

城

郡

八
代
郡

氷 川町

錦 町

多良木町

山 都町

甲 佐町

御 船町

湯 前町

葦

北

郡

芦 北町

津奈木町

相 良村

球

磨

郡
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１ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 町 村名

定 期

行 政

定 期

補 助

（商工会 他1）

定 期 定 期

行 政 行 政

定 期 定 期

援 助
（指定管理者）

定 期 定 期 定 期

定 期

定 期 定 期 定 期

定 期

定 期 随 時

随 時 （消防団備品）

（庁舎備品）

定 期 定 期

援 助 定 期

（多良木学園）

定 期

援 助

（商工会　他76）

定 期

（一般、特別）

定 期

（一般・特別）

定 期

甲 佐町

湯 前町

五 木村

氷 川町

芦 北町

津奈木町

あさぎり町

多良木町

錦 町

水 上村

相 良村

山 都町

御 船町

嘉 島町

益 城町
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１３．令和３年度監査活動実績調 (令和３年４月～令和４年３月)

郡 町 村名 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月

決 算 決 算

（一般・特別） （一般・特別）

補 助 決 算
(シルバー人材センター
　　　　　　　　　他4）

（一般・特別）

随 時 決 算 決 算

（一般・特別） （一般・特別）

球

磨

郡

山 江村

（福祉保健課（健康
推進室含む）他2）

天

草

郡

球 磨村

苓 北町
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１ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 町 村名

定 期

随 時 定 期

（ 学 校 ）

定 期 随 時

苓 北町

球 磨村

山江村

（教育委員会〈学
校給食会計〉）
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１４．令和３年度監査計画と実績

城
郡

下
益 美 里 町 R3.4.1 ○

玉 東 町 R3.3.1 ○

和 水 町 R3.3.18 ○

南 関 町 R3.4.1 ○

長 洲 町 R3.4.19 〇

大 津 町 R3.4.30 ○

菊 陽 町 R3.4.1 ○

南小国町 R3.4.1 〇

小 国 町 R3.4.1 ○

産 山 村 R3.4.1 ○

高 森 町 R3.4.1 ○

南阿蘇村 R3.3.23 ○

西 原 村 R3.4.1 ○

御 船 町 R3.4.14 ○

嘉 島 町 R3.4.1 ○

益 城 町 R3.4.1 ○

甲 佐 町 R3.4.1 ○

山 都 町 R3.4.1 ○
八
代
郡

氷 川 町 R3.4.1 ○

芦 北 町 R3.4.1 〇

津奈木町 R3.4.1 〇

錦 町 R3.3.31 ○

あさぎり町 R3.3.21 ○

多良木町 R3.3.25 ○

湯 前 町 R3.3.16 ○

水 上 村 R3.4.1 ○

相 良 村 R3.3.17 ○

五 木 村 R3.3.31 ○

山 江 村 R3.4.1 〇

球 磨 村 R3.3.15 〇
天
草
郡

苓 北 町 R3.4.1 ○

31 0 0合 計

球

磨

郡

葦
北
郡

菊
池
郡

計 画 ど お り 実 施 で き な か っ た 理 由

上

益

城

郡

町 村 名
監査計画策定
年 月 日

計画と実績の比較

阿

蘇

郡

玉

名

郡

計画どお
り 実 施
で き た

計画どおり
実施できな
か っ た

郡

名
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１５．監査指摘事項の履行確保のための措置調
(複数回答）

城
郡

下
益 美 里 町 ○ ○ ○ ○

玉 東 町 ○ ○

和 水 町 ○ ○

南 関 町 ○ ○

長 洲 町 ○ 〇 〇

大 津 町 ○ ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○

南小国町 ○

小 国 町 ○ ○ ○

産 山 村 ○ ○ ○

高 森 町 ○ ○ ○

南阿蘇村 ○ ○

西 原 村 ○

御 船 町 ○ ○

嘉 島 町 ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ ○

芦 北 町 ○

津奈木町 ○ ○ ○

錦 町 ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○

多良木町 ○ ○ ○

湯 前 町 ○ 〇 ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○

相 良 村 ○ ○ ○ ○

五 木 村 ○

山 江 村 ○ ○

球 磨 村 ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○ ○

23 14 24 20 0 0合 計

球

磨

郡

郡

名
町 村 名

その他の
措 置

阿

蘇

郡

葦
北
郡

上

益

城

郡

玉

名

郡

菊
池
郡

特になし
次 の 監 査
の 際 確 認 文書で改善措置につい

て回答を求めている

そ の 都 度

関係課長・係を集めて
口頭で直接指摘している

町村長・会計管理者に
直接申し入れている

- 47 -



郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

税務課
地籍管理システムについて、経済課・林務観光課とも協
力して、最新のシステムを導入するよう検討されたい。

〇

会計課
キャッシュレス決済について、今後の利用拡大のために
も広報を継続されたい。

〇

林務観光課

新しく指定管理となったフォレストアドベンチャーにつ
いては、家族連れの子供の利用、応急手当施設、軽食の
販売等の対応についても検討されたい。
日本一の石段の老朽化に伴う石段や東屋等については、
修理費もかさんでおり、対応を検討されたい。

〇

水道衛生課
上水道と浄化槽事業の令和６年度までの公営企業会計へ
の移行については、先進事例等も参考に条例の整備やシ
ステムの導入を進められたい。

〇

企画情報課
町の人口減少、高齢化に歯止めがかからない直接的な対
策として、企業誘致（前回企業誘致の反省点を踏まえ
て）を積極的に推進されたい。

〇

福祉課
看護師や介護士等の処遇改善について、現状は厳しい雇
用状況にあることから検証を行い、町としても勤務状況
改善の観点から、なお一層の処遇改善に努められたい。

〇

学校教育課

学校給食について、町内３つの小学校の食材調達並びに
給食費のあり方については、各学校長と連携を密にして
食材の共同購入・給食費の統一化を検討されたい。
校舎等の老朽化に伴う補修については、現地調査に基づ
き、計画的な対応を検討されたい。

〇

総務課

公共施設等マネジメント計画については、町民に進捗状
況が分かるような広報に配慮されたい。
町の管理する防犯灯で故障しているものが見受けられ
る。嘱託員会議等でエリアを明確にして、一斉調査をす
る等対応を検討されたい。

〇

経済課
新規就農者のサポートについて、農業改良普及員や農業
経営指導者等の経験のある人材の活用を検討されたい。

〇

総務課

「産業医」設置の必要性について
複雑多様化する行政業務に携わる職員のメンタル面の対
処と職員の日頃の健康管理を維持するための産業医の確
保が必要であり、早急な設置を考えられたい。

〇

企画財政課 報告書内写真添付に撮影期日の取り込みがない 〇

産業振興課

コロナ禍における補助金交付団体の補助金の有効活用に
ついて、多くの補助金交付団体が従来の活動思考を継承
したため活動停止の状況に陥っている。担当課において
は、従来の補助金の使途概念から脱却し、コロナ禍だか
らこそ必要とされる補助金の有効活用を提案し指導され
たい。

〇

町民福祉課

今現在、民生委員の員数は辛うじて充足しているが、定
員１６人のうち複数の委員が交代を希望し、また新規の
民生委員の成り手も少ない現状を考慮すれば近いうちに
定員割れも危惧されるのが現状である。民生委員推薦委
員会においては、単なる推薦業務だけでなく、町の様々
な組織と連携し委員確保対策を立案し、安定的な委員確
保に努力されたい。

〇

税務課
町内事業者の撤退や生活困窮者の増加により、未納者が
増加傾向にあるため、税の徴収に対して綿密な対策を講
じること。

○

保健介護課

交流センターは、コロナ禍で減収しているので、会計年
度任用職員に新たに歳入増に繋がる業務を与えるとか、
コスト増に係る補助金対策を考える等、コロナ禍の実情
を加味した対策を考える必要がある。

〇

保健介護課

町民福祉課との業務整理について、例えば療育支援は保
健介護課で、サービス支給は町民福祉課と業務が分断、
高齢者の見守りと災害支援の連携、介護保険・医療費・
検診予防は介護と福祉の連携等、組織改編も視野に入れ
て検討することが必要。

〇

玉

名

郡

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

美 里 町

下

益

城

郡

玉 東 町
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

教育委員会
（社会教育課）

予算案の未消化（スポーツ推進事業、いきいきチャレン
ジ通学合宿、寺子屋学習塾、学習支援事業）が多い主幹
事業があり、コロナ禍に対応した施策の立案が必要。

〇

教育委員会
（学校教育課）

教育課題・環境変化に伴う設備投資の必要性
・職員室と各教室の連絡用インターホンの設置
・児童、保護者用指導相談室の設置
・家庭科室、図工室への空調設備の設置
・校舎、廊下、トイレ照明のLED化

〇

社会福祉協議会 諸帳簿・契約書・報告書などの記載事項の不備について 〇

総務課

現在、和水町の財政は公債の償還が10億円に達し、実質
単年度収支もマイナスとなっている。経常的な費用の増
加を抑え、政策効果の低い施策は思い切って止めるな
ど、持続性のある財政にしていくことが肝要。
来年の町長、町議会議員選挙は経費の一部公費負担が認
められたので円滑な執行が出来るよう、事前に準備を徹
底されたい。

〇

まちづくり
推進課

ふるさと納税寄付金については順調に推移しており、10
月末約3億円、今年度末6億円を見込んでいる。
移住、定住の施策については、「藤田さくらタウン」分
譲が完売し、移住定住支援センターが10月にオープン、
相談者が１日5～10件に達しているようである。

〇

税務住民課
町税等滞納分について、長期滞納者、高額滞納者とも実
態把握がよくされている。預金、給与の差押等によって
地道な徴収、努力が窺われる。

〇

健康福祉課

住民健診の受診率は、令和3年度は62.7％（令和2年度
66.1％）となっており、コロナと長雨の影響で低下し
た。コロナの影響が大きかったが、引続き受診率の向上
と事後指導を徹底してもらいたい。
子供・子育て、障がい者福祉、生活困窮者、高齢者福
祉、地域包括支援等幅広く和水町の社会福祉事業に携
わっており、より身近で住民に寄り添った住民サービス
を行っている。安心して暮らせる町づくりに一層貢献し
て頂きたい。

〇

住民課
住民サービスの最前線である窓口業務充実の為の実践6項
目が、掲げられている。大変良く出来た目標項目である
ので、これに沿って住民との信頼関係を強化されたい。

〇

農林振興課

今年は、長雨と10月に入ってからの高温と晴天続きで水
不足と害虫の多発で野菜の生育が悪いようで、野菜農家
の経済は厳しいと思われる。
米農家についても、米の作況指数が県内は97で「やや不
良」となっている。昨年からのコロナ禍での米の消費落
込みで在庫が増えて、今年は単価が2～3割安くなると言
われており、同様に経済は厳しいと思われる。

〇

商工観光課

コロナ関係の制度融資が、多くの事業者に利用されてい
る。町として利子補給制度で支援する用意も出来てい
る。
三加和温泉センター、緑彩館の売却については、よく検
討して住民の合意を得ながら慎重に対応して頂きたい。

〇

建設課

昨年の豪雨災害による災害復旧工事が今年度も引き続き
継続中だが、業務も一段落しており、昨年とは違って夏
季休暇も取得出来ているようである。残業時間も減って
いるようである。
住宅、簡易水道等料金滞納管理については、滞納者の実
態把握もなされており、滞納額5％削減目標が立てられて
いるので期待したい。

〇

会計室
基金の運用については、現在、限度額15億円近くまで活
用されている。引続き、安全で効率的な運用に留意され
たい。

〇

農業委員会
耕作放棄地の発生防止、解消も少しずつ改善しているよ
うである。保全隊の活用も検討してはどうか。

〇

玉

名

郡

玉 東 町

和 水 町
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

議会事務局
議員研修、監査委員研修に今後も注力し、資質の向上に
努められたい。

〇

学校教育課
春富小学校・緑小学校の今後の活用と維持管理をどうす
るか、よく検討する必要あり。

〇

社会教育課

各種イベントの実施は和水町のＰＲ効果が大きく、町づ
くり、移住、定住に結びつくと思われるので、しっかり
と対応されたい。
総合グラウンドについては、大きな投資をしているので
町民の健康増進も兼ねて町民の利用者をいかに増やして
いくか、知恵を絞られたい。

〇

町立病院

コロナ感染第６波が想定されているし、ヨーロッパでの
感染再拡大も起こっている。国産のワクチンの開発、治
療薬等医療提供体制も強化されてくると考えられるが、
令和4年1月以降3回目のワクチン接種体制を整えられた
い。

〇

特別養護老人
ホーム

きくすい荘

他の老健施設からの入居者の減少、町内の待機者の減
少、建替え後の定員減、職員不足等により利用者が減少
している。現在、定員110人に対して98人入居している。
収入減に対して給食業委託業者の公募により、給食費を
年間500万円削減するなど、経費の削減にも努力してい
る。

〇

全課

令和２年度より続くコロナ禍と８月豪雨災害に加え、１
２月には鳥インフルエンザにも見舞われ、事業や会議の
変更・中止により多くの補正予算が見込まれるが新庁舎
落成を迎え、年度末の決算見込みを明確に把握し適正な
執行を図らることを促した。

〇

全課

庁舎移転により、庁外施設からの移転並びに新部署（健
康推進課）の設置を含む再編成の中、各施設を含めた現
金取り扱いマニュアルに沿って安全・確実な執行を求め
た。

〇

全課

電算帳票の打出しで、執行状況に関する調の改善がなさ
れ、各担当者にも決算見込みの把握が明らになったが、
まだ、係によっては未改善で修正されていない点も見受
けられた。
資料の作成は、課内統一を求めた。

〇

建設課

令和２年７月と令和３年８月に続く災害の影響は多大で
あるが、復旧事業は順調に進んでいる。
しかし、繰越・事故繰越には、充分な検討と注意が必要
である。
下水道事業の企業会計への移行後、初めての定期監査に
当たり決算見込みを明確にした。

〇

住民環境課

現在、日計表は係長以上の決裁欄となっているが、作成
から決裁までの一連の事務処理について責任の所在を明
らかにし、丁寧な事務管理を行うために担当者欄を設け
てはどうか。

〇

福祉保健介護課
保険料の重複納入や還付に係る起案文書にも原因や理由
等を記載して共有し、再発防止や事務の軽減につなげる
こと。

〇

子育て支援課
同一目的の同一予算を2課で差引されている件について、
効率的及び適切な事務執行の観点から、財政係を含めて
協議を行い見直した方がよいのではないか。

〇

建設課

工事等の設計業務委託の変更契約については認められて
いるものの余りに多く見受けられる。業務委託はより専
門性を高めるために行うものであり、事前に現場に出向
いて入念に確認し、業者との協議・説明を十分行うなど
予算の適正執行のためにも変更契約に繋がらないよう努
めること。

〇

建設課
売買及び補償契約に係る事務取扱は、財政係とも協議し
てマニュアルを再確認し、共通認識のもと執行するこ
と。

〇

長 洲 町

和 水 町

玉

名

郡

南 関 町
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

生涯学習課
備品台帳において、備品の転換先については管理責任の
所在を明確にするために相手先の課名を記載しておくこ
と。

〇

総務課
水道課

施設設備の保守点検等結果報告書で指摘項目等があった
場合は、対応や見解等についての記録を付しておくこ
と。（放置とみなされかねない為）

〇

総務課
備品管理及び取扱いについて、規則等に基づき全庁的に
統一した形での（取得、処分、移管等）解りやすい台帳
管理を徹底し、大切に取り扱うよう周知を図ること。

〇

全課

随意契約の根拠として、判断に至った経緯や根拠が不明
確で、 安易に今までの前例で判断した事案 も多く、各
課の対応に温度差があることから、随意契約ガイドライ
ン等を検討し、契約事務の適正な運用に積極的に取り組
んでいただきたい。

〇

全課

改善が求められる点として、備品、消耗品の調達先の業
者が寡占化・独占化されていること、電算システム関連
ではベンダー ロックインによる弊害が常態化している点
がある。いずれも他の選択肢が少ない中であっても、経
済的効率性を証明する調達方法を実施していただきたい
。

〇

財政課
町債残高の増、税収の減が見込まれる中、歳入を生む方
策として遊休財産の売り払いについて検討願いたい。

〇

子育て支援課

保育料の収入未済は、卒園後の対応が困難になることか
ら、早めの対策を講ずるよう努力していただきたい。ま
た、不納欠損処分は保護者の納付意識を阻害することの
ないよう、慎重かつ厳正に対処していだたきたい。

〇

下水道課
将来を見据え、経営戦略の内容を検証しながら、地方公
営企業会計制度に則り、効率性、合理性を追求した運営
に努めていただきたい。

〇

学校教育課

学校施設の維持管理、ＧＩＧＡスクール構想の継続な
ど、今後も教育環境整備には投資が必要となるため、担
当課としても先を見越した財源確保を意識していただき
たい。

〇

小中学校

保護者が負担する費用についても、公費と同様に管理体
制を適正化し、よりよい形で、正確に、生徒へ還元され
るよう努めていただきたい。また、保護者が負担する教
材費等について、学校間で金額の差があるため、情報共
有のうえ、ある程度の目安を付けることを検討いただき
たい。

〇

菊 陽 町
契約事務に
関する見直し

一部の業務委託で予定価格算定の積算設計書作成におい
て、令和２年３月に改訂された「契約事務に関するマ
ニュアル」で規定されているが、見積徴収の方法等が準
拠されていない状況があること。また、積算設計書の
チェック体制の不備及び検査体制の不備が見受けられる
ので、担当部署職員への周知徹底及び検査体制構築・研
修等を実施し、今年度末を目標に積算・検査の適正化、
妥当性の確保に努められたい。

○

阿

蘇

郡

南小国町 事務分掌

昨年度の７月豪雨災害により、本町も甚大な被害を受け
た結果、災害関連業務に従事する職員の業務負担が現在
も残っている。担当職員の体調管理には十分気を付けて
業務に当たっていただきたい。昨年度に引き続き新型コ
ロナウイルス関連、災害関連業務同様に職員の健康管理
にはより一層気を付けていただきたい。全国的に保育士
不足が問題となっている中、本町も例外ではない。給与
体系や試験内容の見直しなど、できるところから改革を
進め、職員の採用に繋げていただきたい。現在包括支援
センターに勤務する社会福祉士について、社会福祉協議
会のケアマネージャーが新年度より１名不足するため、
３月いっぱいで社会福祉協議会へ戻ることになってい
る。包括支援センターとしては運営可能であるとはいう
ものの、早急に人材の確保が必要ではないだろうか。

〇

長 洲 町

大 津 町

菊

池

郡

玉

名

郡
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

補助金の
執行状況

昨年度に引き続き、コロナ禍で各種団体の活動ができな
い状況が続いており、複数の団体が補助金の支出が全く
ない状況となっている。また、コロナ対策として今まで
にない新たな補助金も創設されているものの、年明けか
らの新型コロナウイルス感染拡大により、一部繰り越し
予定となっている。これらの繰越事業については、適切
な時期に適切な執行を望む。未実施や一部実施できない
事業については、担当課において現状を把握し、年度末
における精算時の確認を注意深く行っていただきたい。

〇

収入状況

税等で徴収が不可能と思われるものについて、適切に不
納欠損の取り扱いがなされているか、不公平のないよう
な事務手続きを希望する。口座振替利用者において、残
高不足により引き落としができなかった際、その都度対
象者に接触するなど、少額の滞納額が少しずつ増えてい
かないようにする取り組みなども検討すべきではない
か。今後も積極的な徴収業務を行っていただきたい。上
下水道の４つの特別会計については、国の方針により令
和６年４月からの公営企業法の適用に向けて、外部に委
託し準備が進められている。建設課としては、このタイ
ミングに合わせて料金の改定を考えているようである。
今後は阿蘇郡市内の状況を見ながら、利用者の負担とな
らないよう、適切な時期の段階的な改定を検討いただき
たい。

〇

備品の管理

総務課にて一括して概ね適切に管理されている。備品台
帳についても、電算上での管理のみならず、紙ベースで
の保管もできていた。ただし、各学校並びに保育園で
は、手書きの台帳で管理しているところも見受けられ
た。今後の管理体制について、学校並びに保育園でそれ
ぞれデータベース化し統一するなど、見直すべきではな
いか。

〇

公用車の管理

利用状況は概ね適正に管理されている。各車両の運行日
誌も全般的には記載されているものの、聞き取りにより
一部記載されていないと思われる課も見受けられた。公
用車を管理する上では運行日誌の記入は徹底していただ
きたい。車検以外での定期的なオイル交換なども含め、
公用車も町の財産であるとの認識を再確認し、安全面を
考慮した管理体制を築いていただきたい。

〇

工事関係

令和２年７月豪雨災害により、本町も甚大な被害を受け
た。昨年度完了しなかった事業については、本年度への
繰越手続きがなされている。建設課職員は時間外や休日
勤務を行い、早期の復旧復興に尽力している。次年度以
降も職員の健康管理に留意していただき、早期の工事完
了を望む。

〇

保育園関係

従前どおり一部の納品書において、白消し（修正テープ
等）を用いた訂正が未だなされていた。このような訂正
は、どこで行われたかが明確にならず、後々支払い時に
問題に発展する可能性が無いとも限らないため、今後訂
正する場合は訂正印を用いるよう納入業者に指導徹底し
てもらいたい旨、監査時に指摘した。

〇

学校関係

いずれの施設も、耐震化はなされているものの、老朽化
による雨漏り等は深刻な状況といえる。教育の更なる充
実のためにも、優先順位をつけ、施設の計画的な改修を
進めていただきたい。

〇

阿

蘇

郡

南小国町
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

南小国町 その他

給食センターについては、敷地内にあるプロパン庫にお
いて、２本設置されている消火器の製造年が１９９８年
製のものであった。消火器の機能もさることながら、暴
発などの危険性も考えられるため、確認の上、早急な交
換を指示した。
本年度、新たに各課にて管理している現金及び通帳につ
いて聞き取りを行った。現金については７つの課局で管
理されており、窓口証明発行時や使用料徴収時のつり
銭、交際費や団体の活動費などとなっている。通帳につ
いては４つの課局で管理されており、主に各種団体の運
営費となっている。そもそも職員が管理すべきものであ
るか、今一度各課局で内容を検討し、見直しを図ってい
ただきたい。やむを得ず引き続き管理する場合も、金庫
の購入や不正を招かないための複数人での管理などを検
討願いたい。

〇

全体
未納者に対する徴収対策は、各課連携し時間的に余裕を
もって行うこと。

〇

全体
監査資料の記載誤りや漏れがあったので、十分に確認す
ること。

〇

総務課 契約書に公印漏れがあったので、十分注意すること。 〇

建設課
本年度は特に工事件数が多いので、書類不備がないよう
十分注意すること。

〇

産 山 村 企画振興課 新規に建設された施設の手直し工事の施工状況 〇

高 森 町 特になし

南阿蘇村 特になし

西 原 村 特になし

御 船 町 全課
支払期限までに支出命令書が会計に届いていないものが
見受けられた。支出命令の作成においては係・課で十分
確認のうえ決裁していただきたい。

〇

嘉 島 町 全体 補助金交付団体の過大な繰越金について ○

財務に関する事務
の執行について

大型事業の進捗管理や予算の確保については大変な苦労
が続いていると思われるが、不必要な事業の発生や補助
金の取りこぼし等がないように、今後も計画的な事業の
執行をお願いしたい。

○

経営的事務の
執行について

様々な事業を計画的に実行し、最大限の効率化を図るた
め、国・県及び関係機関とさらに連携を深め、今まで以
上の財源確保の強化と経営的事務における創意工夫に努
めていただきたい。

○

今後の業務執
行において留
意すべき事項

（１）復旧事業関連について、事務分掌で明記し、必要
な職員の配置を行うこと。
（２）震災により中断された業務はないか、状況変化に
より改定、更新すべきデータ処理の業務ないかなど検証
を行うこと。
（３）入力ミス等に対するチェック機能の向上につなが
る効果的なシステム改修の取り組みを進めること。
（４）時間外勤務の減少と休暇取得日数の増加の取り組
みについて、職員自身の意識改革と同時に職場における
働き方改革への環境整備に努めること。

○

備品等の管理
状況について

備品台帳について、配置場所が旧組織名称のままのもの
や所管課不明のものなど、記載事項の不備がいくつかみ
られたことを指摘する。適正管理と備品登録ルールの見
直し・最適化を検討していただきたい。

○

協議会等現金取
り扱いについて

非常に高額な現金を取り扱うものが一部見受けられた。
出納簿等を複数人で確認する体制を整え、保管方法も含
め徹底した管理を行い、またその会計規則等が適正か今
一度見直し、公会計に準じた会計処理や監査報告等の仕
組み作りの必要性について検討すること。

○

小 国 町

阿

蘇

郡

益 城 町

上

益

城

郡
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

益 城 町
新型コロナウイ
ルス感染症の対
応等について

新型コロナウイルス感染症の対応等については関係各課
の尽力により支援体制の構築や感染症対策が速やかに行
われたことを確認した。疲弊した町民に寄り添いなが
ら、今後も支援・対策に全力を尽くしていただきたい。

○

請求書の取り
扱いについて

職員が請求書に日付を記入したり、業務委託に関しては
請求書を作成し、その請求書により支払いがなされてい
ることがある。本来、請求書は債権者が作成し、債務者
に支払い請求がなされるべきであるため、是正が必要で
ある。

〇

甲佐町生産組
合育成助成補
助金について

各生産組合の令和元年収支決算を精査したところ、次年
度への繰越金が年間事業費を大きく上回る生産組合が数
組合あった。補助金支給の妥当性について検討が必要で
ある。

〇

小中学校の
備品管理に

ついて

備品シールの張替えが終わっていないもの、廃棄処分が
なされていないもの、管理システムが故障し管理できて
いないものなどがあり、担当課においては、各学校の現
状を把握し、指導を強化し、備品管理事務の改善をする
必要がある。

〇

安津橋健康広場
グラウンド･ゴルフ
場の指定管理につ

いて

事業年度終了後2か月以内に提出される管理業務に係る事
業報告書で、管理運営に係る収支決算書が提出されてい
るが、数値の確認がなされていない。指定管理者が法人
税を申告する際に添付する決算書等で、収支状況を確認
する必要がある。

〇

山の都創造課
（商工観光係）

令和２年７月の大雨により猿ケ城キャンプ村の道路が決
壊し、１年以上休村の状態であった。
念願の開村に向けて、準備を進めてもらいたい。

〇

農林振興課
（農村整備係）

＜（課年度）農業災害復旧事業＞原則として工事着工前
に納入することとなっている受益者負担金に未納が発生
している。受益者間の不公平が生じないように対策を立
てられたい。

〇

総務課
企画政策課

＜山の都創造課＞業務が多岐にわたり、業務量に対し
て、職員数が不足しているようなので各業務内容を精査
し、原課と他課の業務の振り分けを行うなど見直しが必
要と思われる。

〇

山の都創造課
（商工観光

係）

指定管理施設の報告が毎月１５日まで提出するように
なっているが遅延がみられる。また、運営状況が分かる
ように損益計算書、貸借対照表を添付されたい。

〇

税務住民課
（徴収係）

平成２８年度に債権を抱える部署を中心に「債権回収対
策会議」が開催され、真剣な取り組みがうかがえたが、
その後の経過が不透明である。確実な債権対策を進めて
いただきたい。

〇

山の都創造課
（商工観光係）

指定管理者の費用負担による当施設への改修について、
この決算を踏まえた際に、指定管理料決定への影響はな
いか、投資行為を行った事実が次期指定管理者の選定に
対しては、影響をあたえるのではとの懸念がある。

〇

総務課
（総務係）
（防災係）

消防団の幹部会議及び選挙立会人等に対する費用弁償に
ついて、職員が資金前渡で現金を取り扱っているよう
だ。業務の煩雑と現金を持ち出す危険を伴うので、口座
振込対応を求める。

〇

税務住民課
（戸籍住民係）

住民の利便性の向上を目的として、戸籍住民係が窓口発
行する各種証明書をコンビニエンスストアで取得する
サービスがある。本町においても積極的に導入すべきで
ある。

〇

学校教育課
（学校教育

係）

＜タブレットを活用した授業について＞
教科書のサイズも大きくなり現在の机の天板が狭くな
り、早めの改善が生徒たちからも望まれている。

〇

蘇陽支所
（生涯学習課）

行政文書、資料、資材等が部屋に積み上げ散在されてい
る。雨漏りも見受けられ、倉庫として適当でない。保管
すべきものと廃棄すべきものを選別し、必要であるなら
ば適切な改修をおこなうべきである。

〇

甲 佐 町

上

益

城

郡

山 都 町
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

共通事項

残業、休日の執務者ともに多く見られた。休日の執務に
ついては、管理されていないため、なるべく行わないよ
うにしていただきたい。年休取得が少ない職員が複数み
られた。職員の健康管理のために、「時間外勤務の削減
等、注意深く見守っていただきたい。

〇

総務課
氷川町個人情報保護条例第６条（登録対象事務の登録及
び閲覧）に基づく登録簿については、個人情報保護法の
改正に合わせ、随時対応していただきたい。

○

町民課
棄物監視員の巡回記録簿を提出していない地区がある。
監視員間で記録簿の内容に差があるので、査閲し、指導
していただきたい。

〇

福祉課
切手受払簿と現在数とに不整合が見られた。受払簿に登
録されていない切手が保管されていた。適正な管理をお
願いしたい。

〇

芦 北 町 特になし

全課

各種委員会の書面点検において、未開催の委員会等が確
認されたため、計画的な開催を望むとともに、今後開催
予定がない委員会においては統廃合を含めた検討が必要
と思われる。
また、職員が委員会等に関係する預金通帳等を保管管理
しているケースが確認されている。不祥事防止の観点に
より、「通帳・印鑑を同一職員で保管しない」、「受払
を一人で実施しない」、「班長以上の管理職員が年1回以
上確認を行う」等の措置をお願いしたい。

〇

全課

組織体制は、定員管理条例に基づく定数77名に対し、74
名の職員が住民の福祉の向上を目指し住民サービスに応
えるべく日々の各種業務に励んでいる。
各種業務は、各課班で必要な人員が最大限の効果を得る
べく業務を執行しているが、災害等対策により業務量が
増大していることから、昨年度と比較して、時間外勤務
が増加している。
管理職員は所属職員に対し必要な業務を把握し、定期的
なヒアリングや声掛け等を実施することで職員の日々の
変化に注意を払うとともに、過労死ラインを超える業務
の割り当てやメンタルヘルスに心がけ、職員の健康管理
に十分な配慮を求めるものである。
また、これまでも総合行政システムの確立等により事務
処理の合理化・効率化を推進されてきたところである
が、国のデジタル庁創設に伴うデジタル社会への対応、
並びに少子化対策として検討されているこども庁創設に
合わせ、速やかな体制の整備を図られたい。

〇

総務課

資金収支は、厳しい財政の中で、収入財源を見極めなが
ら支出がなされており、財政運営は堅実に行われてい
る。
ただし、新型コロナウイルス並びに7月豪雨災害に関する
対策（以下「災害等対策」という。）のため、各項目に
おいて大幅な歳出増を余儀なくされている。
今後も、安定に至るまでは年度をまたいだ財政支出が強
いられると思われるため、全庁において必要な財源を確
保するための協議・検討を行い、健全な財政運営の保持
に努めていただきたい。

〇

総務課

令和2年7月豪雨災害は、本町でも類を見ない記録的な大
規模な災害となった。
本年も5月、8月の長雨等により長期間の避難所開設を余
儀なくされている。
防災対策として、大規模災害は今後も異常気象の影響等
により十分に起こり得るものであり住民の生命・財産を
守る観点からも、災害に関する情報連携や避難所運営の
確立・見直し等、安心・安全の町づくりを目指していた
だきたい。

〇

葦

北

郡

津奈木町

氷 川 町

八

代

郡
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

総務課

宅地造成事業特別会計では、平成19年の販売開始から、
６１区画中１８区画が販売を完了している。
令和２年７月豪雨災害の被災者に対する応急仮設住宅と
して４区画が限定的に使用されている状況ではあるが、
残り４３区画の早期の販売促進に向け、更なる努力を望
むものである。

〇

総務課

公共施設等の維持・管理は、建築系公共施設のうち、大
規模改修が必要な築３０年以上を経過した建物が４３．
７％を占めている。更新費用の試算においても、今後４
０年で３２９．２億円（年８．２億円）がかかるとされ
ている。
本年度は、令和２年７月豪雨災害の復旧事業を優先して
実施しているが、今後の投資的経費は上昇傾向にあると
予想されることから、管理施設の統廃合等や計画の見直
しを含め、長期的な観点から対応いただきたい。

〇

住民課

税の徴収事務は、法に則った処分を行い、納税者の理解
を求められるよう丁寧な説明や啓発を行うことで、一層
の徴収率の向上と収納促進に努めていただきたい。
滞納処理は、個人や法人等からの相談があった場合の相
談等において、善良なる納税者との区別を行うことで、
不公平が無いよう対処されたい。
また、滞納者への訪問や督促等は、これまでも適正に実
施されているところであるが、必要に応じて、法に基づ
いた執行停止処分や不能欠損処分の実施を行われたい。

〇

建設課

工事や委託業務の執行は、災害関連事業、管理施設の長
寿命化対策事業、維持・修繕業務など、多くの事業が予
算化されている。
未だ執行が済んでいない事業については、事業の必要
性・優先性を鑑み、計画的に事業遂行を図っていただき
たい。
特に、優先順位が高い事業においては、早急発注に努め
ることで、年度内の事業完了に向け工期延長や繰越事業
にならないよう特段の配慮をされるよう望むものであ
る。

〇

建設課

簡易水道事業特別会計では、公会計制度の移行に向けた
準備が進められている。
適正な制度移行に向けて、住民への説明、システムの導
入、既存設備の改修等、取り組むべき課題は多いと思わ
れるので、県担当者や専門家等に協議を行いながら、取
り組みを進めていただきたい。

〇

総務課
・出納室

財務規則に検査調書の省略（代替）規定がなく、随意契
約についても「契約の手続き方法」の規定がないため検
討されたい。

〇

総務課
・出納室

会議時の負担金や出張時の公用車駐車料金等を職員が立
て替えて支払っている事例があり、地方自治法第２３２
条第５項に沿った支出方法を選択されたい。

〇

住民福祉課
各区からの要望の中で、道路改良など多額の予算が必要
となるものについては、直ぐに解決というのは難しい
が、計画的に改善されるよう要望する。

〇

教育振興課

特別支援児童・生徒数が年々増加傾向にあり、必然的に
支援員の役割が高まっている。このことは、支援員への
負担が増していると理解できるため、増員を強く希望す
る。

〇

全課共通
総合窓口の在り方については、各課とも開設当時の基本
的考え方を再度認識しなおして町民課だけの仕事と捉え
ることなく人員配置を考えていただきたい

〇

全課共通
町で管理している公園の樹木や歩道・橋脚等について
は、老朽化等をよく点検し、利用者の事故等に繋がらな
いように講じること

〇

総務課
各種防災用品の保管については、球磨川での分断を考慮
した保管地域（場所）を検討すること

〇

津奈木町

球

磨

郡
あさぎり町

葦

北

郡

錦 町
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

企画政策課
光ケーブルの民説民営については、継続・更新・新規の
課題を明確にして検討を進めていただきたい

〇

生活福祉課
子ども医療費のネット申請については今後も積極的な広
報を続けて利用拡大に努めること

〇

健康推進課
スマートウェルネスシティ事業は、分析結果をどう判断
したかを明確にして次の予算策定で町民全体への還元を
予算に反映させていただきたい

〇

農林振興課

農業経営診断については、1件あたりの単価が数十万円と
なるがその額に見合う経営診断になっているのか検討願
いたい。そして町全体の農業所得が上がっているのか等
診断の効果があるのかを追跡調査し、個々の農家だけで
終わることのないよう継続的な支援を要望する

〇

商工観光課

新型コロナウイルス感染症対策商工業経営支援補助金支
給の基準が法人と個人で区分されているが、小さな法人
もあれば大きな個人事業者もあり、収入等で区分する等
の検討をすること

〇

上下水道課
有収率の低率については、他市町村の有収率と施設の状
況（設置年数等）を参考にして分析し、あさぎり町の施
設改善計画を立てるよう要望する

〇

教育課
タブレットの導入利用に当たっては、SNS、インターネッ
トトラブル対応やアクセス制限についてもしっかり検討
すること

〇

総務課
公用車について、県の更新基準を作成し、優先順位を決
め、更新をはかられたい

〇

危機管理防災
課

消防団の報酬関係について、現在、各団長に説明し理解
を得ることになっているが、理解が得られなかった場合
の対応について、各町村の対応について検討されたい

〇

企画観光課
乗合バスについて、運行方法を含めた見直しや買い物弱
者に対する買い物支援等、福祉課等関係機関との連携を
されたい

〇

税務課
滞納整理に当たっては、関係各課（福祉課・建設課・住
民ほけん課）で情報を共有し、効率的な滞納整理を図ら
れたい

〇

税務課

町税等の滞納者については、町民税のほか複数の滞納を
併有しているケースが多いことから、今後、滞納整理部
署の新設を含め、滞納対策を一部署に集約することを検
討されたい

〇

生涯学習課

各学校の図書購入について、卒業する最上級生は、購入
しても読む時間が短期間になるので、２学期までには図
書を購入するようにし、多くの本を読む機会を与えるよ
うにしていただきたい

〇

預託金、基金
の管理運用に

ついて
（預託金）

国、県等の融資制度が充実したことにより、本制度の当
初目的は終了したものと考えられる。担当課長からは、
既存の返済が終了と同時に廃止予定との説明であった。
実際に廃止する際は、ＪＡ、商工会と連携を取りながら
適切に処理されたい。

〇

預託金、基金
の管理運用に

ついて
（奨学金貸付基金）

１年以上返済されていない案件が１件発生している。回
収に向けて努力されていることは確認できた。引き続
き、適切な回収に当たられたい。また、今後は、新規の
申込みの際は、保護者ばかりではなく、申込者である学
生本人に対する説明も徹底されたい。

〇

預託金、基金
の管理運用に

ついて
（有価証券等）

２つの団体から配当を受けているが、令和３年度の配当
額が過去４年間と比較して大きく減少していた。決算段
階の状況把握ではなく、投資者として、常日頃より経営
状況など投資先との情報の共有を図られたい。

〇

あさぎり町

湯 前 町

球

磨

郡

多良木町
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

主な財政的援
助団体への補
助金の使途、
出資金の運用
について

（湯前町農業公社）

設立以来、主要な事業を休止しているが、町の財源を活
用し設立された組織であるので、主たる出資者として、
事業再開を図るよう指導されたい。また、運営資金の残
高が大幅に減少していることについては、団体の公益的
な性質上やむを得ない面もあるが、公的資金ありきでは
なく収益を伴う事業の検討についても、併せて指導され
たい。

〇

契約の
執行状況に

ついて
（契約決裁文書）

・決裁者の押印漏れが散見された。決裁がないと先には
進めないはずであり、適切な事務処理に努められたい。
・随意契約理由については、地方自治法施行令の適用条
文が誤解されたものや、随意契約理由の記載漏れが散見
された。起案者の適切な処理もさることながら、決裁者
のチェック体制を含め改善を図られたい。
・契約伺いにおいて、記載内容が簡略化され、数量等、
客観的な説明が不足しているものが散見された。特殊な
ものは除き、起案者による説明なしに決裁ができる内容
は記載するよう努められたい。

〇

契約の執行
状況について
（契約内容）

固定資産家屋評価業務委託契約における固定資産家屋調
査単価表で、調査単価が誤解を招きかねない表記となっ
ているので、見直しを図られたい。

〇

その他
（ＲＶパーク

      の整備）

現地を視察したが、一般駐車場との区別が分かりにく
く、一般の利用者が駐車してしまう恐れが見て取れた。
予約者とのトラブルを事前に回避するためにも、何らか
の対策を講じるよう検討されたい。

〇

水 上 村 中学校
現物がない、または確認できない備品は台帳から削除し
てもよいのではないか要検討。

○

相 良 村 特になし

五 木 村 特になし

山 江 村 全課

工事請負・業務委託について
○随意契約を行う場合は必ず根拠法令を記載すること。
〇施行伺いは作成されているが、決裁日が記入されてい
ない案件が見受けられた

○

総務課

１、被災した村営住宅の解体後の土地については、適切
な管理をお願いする。
２、各地区の防犯灯の電気料について、村で負担してい
る地区と各地区が負担しているものがあるので、その内
容調査をお願いする。

○

復興推進課
災害復興については、村民に対して進捗状況の広報をお
願いする。

○

税務住民課

１、マイナンバーカードの取得については、カード利用
についての正確な情報提供をお願いする。
２、国民健康保険や後期高齢者医療については、保健福
祉課と連携を密にして保険税・料の適正化に努めるこ
と。
３、 戸籍等の個人情報については、特段の配慮をお願い
する。
４、 固定資産税の共有財産については、その中の個人負
担分だけ個人で納付している実態があるので、その納付
方法が適正であるのか検討すること。
５、不能欠損の防止に努めること。なお、不能欠損につ
いては慎重かつ適正な事務処理をお願いする。

〇

湯 前 町

球 磨 村

球

磨

郡
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郡 町 村 名 監査対象 指 摘 事 項 の 内 容
指摘後直
ちに是正

その後
是正

是正でき
ないもの

検討中・
未回答他

１６．定期監査報告書における主な指摘事項と是正状況
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

保健福祉課

１、 予防接種は医療機関と連携を取りながら事故防止に
努めること。
２、 ごみについては、ごみの減量と分別収集についてさ
らに啓発して欲しい
３、 地域ごとの疾病の特徴を分析して、生活指導や食生
活に結び付けることができないか検討をお願いする。
４、 水道については、村が管理する簡易水道とともに、
各地区で利用している生活用水の安全性について配慮す
ること。
５、個人家屋の復旧については、事業者とのトラブルが
起きないように注意喚起するとともに、関係機関とも連
携して被害防止に努めること。
６、保育料の長期未納の処理については、慎重且つ適正
な事務処理をすること。

〇

産業振興課

１、 村の奨励作物については、栽培状況の把握はもちろ
んのこと、栽培指導にも配慮すること。
２、 害獣等の被害については、ＪＡや農業共済組合の情
報に頼らずに、村自体の把握が必要である
３、 各種補助金の交付にあたっては、申請から交付まで
適正な事務処理をすること。

〇

建設課

１、村道等の道路については危険個所の危険防止対策を
講じ、人的被害の未然防止に努めること。
２、土砂災害危険地域や急傾斜地に位置する家屋等につ
いては、山腹崩壊の災害が危惧される。防災担当と連携
して安全対策に努められたい。

〇

教育委員会
児童・生徒の登校や下校、そして学校生活においては万
全の安全対策をお願いする。

〇
天

草

郡
苓 北 町 特になし

139 25 35 0 79

（注）定期監査の結果に関する報告（法第１９９条第９項）における監査指摘事項のうち、主なものについてその
　　監査対象、指摘事項の内容、是正状況を回答。

指 摘 件 数

球 磨 村

球

磨

郡
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１７．地方自治法第１９９条第１０項の意見提出の事例
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

町 村 名 要 旨
【税務課】
地籍管理システムについて、経済課・林務観光課とも協力して、最新のシステムを導入するよ
う検討されたい。

【会計課】
キャッシュレス決済について、今後の利用拡大のためにも広報を継続されたい。

【林務観光課】
新しく指定管理となったフォレストアドベンチャーについては、家族連れの子供の利用、応急
手当施設、軽食の販売等の対応についても検討されたい。
日本一の石段の老朽化に伴う石段や東屋等については、修理費もかさんでおり、対応を検討さ
れたい。

【水道衛生課】
上水道と浄化槽事業の令和６年度までの公営企業会計への移行については、先進事例等も参考
に条例の整備やシステムの導入を進められたい。

【企画情報課】
町の人口減少、高齢化に歯止めがかからない直接的な対策として、企業誘致（前回企業誘致の
反省点を踏まえて）を積極的に推進されたい。

【福祉課】
看護師や介護士等の処遇改善について、現状は厳しい雇用状況にあることから検証を行い、町
としても勤務状況改善の観点から、なお一層の処遇改善に努められたい。

【学校教育課】
学校給食について、町内３つの小学校の食材調達並びに給食費のあり方については、各学校長
と連携を密にして食材の共同購入・給食費の統一化を検討されたい。
校舎等の老朽化に伴う補修については、現地調査に基づき、計画的な対応を検討されたい。

【総務課】
公共施設等マネジメント計画については、町民に進捗状況が分かるような広報に配慮された
い。
町の管理する防犯灯で故障しているものが見受けられる。嘱託員会議等でエリアを明確にし

【経済課】
新規就農者のサポートについて、農業改良普及員や農業経営指導者等の経験のある人材の活用
を検討されたい。

【共通事項（該当課・委員会）】
・・税外収入となる、「ふるさとづくり寄附金」については、全庁的な取り組みによる金額の
増、件数の増に期待する。

【総務課】
・上津深江広域避難地においては、日常時の利活用を考えるべきである。
・非常時の備蓄品については、細心の注意をもって維持管理、保管されたい。

【税務住民課】
・滞納金の徴収について、その努力を認めるが、町財源確保と負担の公平性を図るうえからも
積極的な取り組みに、引き続き努められたい。

【企画政策課】
・庁舎や各公共建物、道路・水道・下水道等のライフラインの老朽化など公共施設に対する適
切な対応をはじめとした今後の行財政の執行には、細心の配慮が、引き続き必要であると考え

【土木監理課】
・町有（遊休）財産の効果的な売り払いに、引き続き努められたい。

【福祉保健課・健康増進室】
・疾病の早期発見につながる各種健診の受診率向上に引き続き、努められたい。
・令和４年度国民健康保険税率算定については、被保険者への周知を含め、細心の配慮が必要
であると考える。

【水道環境課】
・有収率向上を確認した、その向上にさらに努められたい。
・大型ごみ収集の方向性について、引き続き、その検証が必要であると考える。

【農林水産課】
・資源循環型社会の保持にさらに努められたい。
・海況に適した母藻投入及び食害生物駆除を引き続き、進めるとともに、漁港泊地の利活用を
含めた養殖の推進についても、さらに努められたい。
・埋設処理に代わる個体処理施設（乾燥炉による堆肥化）をはじめとしたイノシシ・タヌキ等
の有害鳥獣駆除の強化に引き続き努められたい。

美 里 町

苓 北 町
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１７．地方自治法第１９９条第１０項の意見提出の事例
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

町 村 名 要 旨
【商工観光課】
・地域おこし協力隊に加え、地域活性化起業人制度が導入された。その相互作用により、「町
の観光情報」に対する発信力をさらに高められたい。

【会計課】
・歳計現金・基金について、より安全で有利な保管・運用方法をさらに検証されたい。

【教育委員会】
・苓北中学校の新築ならびに町内小学校の統合の是非については、今後とも細心の配慮が必要
と思われる。
・学校図書購入については、児童生徒数が減少する中、１人当たり何冊ということでなく、
「学校」としての最低数の増冊という観点での対応を望む。
・今後の学校プールの維持管理を考える上でも、町温泉プールを義務教育における「水泳」の
授業の場として、位置づけるべきである。

苓 北 町
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１８．行政監査 （地方自治法第１９９条第２項）の事例

町 村 名 回 数 所要日数 監 査 対 象 理 由

和 水 町 1 回 12日

・各課等における事務
・庶務全般
（支出負担行為、支出命令書、契約書等
の監査）

・事務処理や予算執行が適正に
実施されているか確認するため
・職員の配置、組織の状況把握
のため

御 船 町 1 回 11日

・人員配置（職員配置の適正化）
・事務事業の見直し
・職員年次休暇取得状況及び時間外勤務
状況

組織や職員の配置、事務処理の
手続きなど法令等に基づいて適
切に行われているか、また効率
的に行われているかなど確認す
る。

益 城 町 1 回 8日

・組織体制及び事務分掌
・職員年次有給休暇等取得状況（参考：
時間外勤務手当数）及び非常勤・臨時職
員雇用状況

監査計画により定期監査と同時
に行うとしている。

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）
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１９．特別監査の事例（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

◎住民監査請求（法242）

町 村 名 件 数 所要日数 内 容 結 果

和 水 町 1 14

学校跡地売却は、和水町条例に違反し
ている主張について
学校跡地売却額は大幅な減額譲渡であ
り条例違反であり不当である。
現状渡し条項付き売買契約についても
条例違反、減額譲渡なり不当である。
備品等の売却に対し、残余備品リスト
及び売却予定価格の未整備

棄 却

南 阿 蘇 村 3 16

①団体に対する旅費の支払いについて

②団体によるイベントに係る委託料に
ついて

① 認 容

② 棄 却

◎職員賠償責任監査（法243の2③等）、議会の要求による監査（法98②）、
直接請求監査（法75）、指定金融機関等監査（法235の2②等）、
長の要求による監査（法199⑥）は事例なし。
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２０．金融機関の指定及び収納事務取扱金融機関等の状況

銀 行 農 協 指定年月日 銀 行 農 協
信用
金庫

信用
組合

労働
金庫

城
郡

下
益 美 里 町 ○ H16.11.1

玉 東 町 ○ ○ ○

和 水 町 ○ H18.3.1

南 関 町 ○ S58.4.1

長 洲 町 ○ H12.4.1

大 津 町 ○ S60.6.1

菊 陽 町 ○ S59.4.1

南 小 国 町 ○ H10.4.1

小 国 町 ○ H20.9.1

産 山 村 ○ ○ ○

高 森 町 ○ H13.4.1

南 阿 蘇 村 ○ H17.2.13

西 原 村 ○ H14.4.1

御 船 町 ○ H13.4.1

嘉 島 町 ○ ○ ○ ○ ○

益 城 町 ○ H6.4.1

甲 佐 町 ○ H28.4.1

山 都 町 ○ H17.2.11
八
代
郡

氷 川 町 ○ H28.10.1

芦 北 町 ○ H17.1.1

津 奈 木 町 ○ ○ ○ ○

錦 町 ○ H18.7.1

あさぎり町 ○ H16.4.1

多 良 木 町 ○ H7.4.1

湯 前 町 ○ ○ ○ ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○ ○

相 良 村 ○ H23.4.1

五 木 村 ○ H21.1.6

山 江 村 ○ H19.10.1

球 磨 村 ○ ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ H9.10.1

※「ゆうちょ銀行」（旧日本郵政公社）は、銀行に含めている。

5

玉

名

郡

219

郡

名

未 指 定 町 村 の 収 納 事 務 取 扱
金 融 機 関

阿

蘇

郡

7 2

未

指

定

指 定

上

益

城

郡

葦
北
郡

町 村 名

27

菊
池
郡

7

球

磨

郡

合 計
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２０．金融機関の指定及び収納事務取扱金融機関等の状況

○指定金融機関を指定している町村の指定代理金融機関、収納代理金融機関

銀 行 農 協 銀 行 農 協 信用金庫 信用組合 労働金庫

城
郡

下
益 美 里 町 ○

玉 東 町

和 水 町 ○ ○

南 関 町 ○ ○

長 洲 町 ○ ○ ○

大 津 町 ○ ○ ○ ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○ ○ ○

南 小 国 町 ○ ○ ○

小 国 町 ○ ○

産 山 村

高 森 町 ○ ○ ○

南 阿 蘇 村 ○ ○ ○ ○

西 原 村 ○ ○ ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○ ○

嘉 島 町

益 城 町 ○ ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ ○ ○ ○

芦 北 町 ○ ○ ○

津 奈 木 町

錦 町 ○ ○ ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○

多 良 木 町 ○ ○ ○

湯 前 町

水 上 村

相 良 村 ○ ○ ○ ○ ○

五 木 村 ○ ○ ○ ○

山 江 村 ○ ○ ○ ○

球 磨 村
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○

12 724 19 10

球

磨

郡

合 計 11 0

菊
池
郡

上

益

城

郡

阿

蘇

郡

葦
北
郡

収 納 代 理 金 融 機 関

玉

名

郡

郡

名
町 村 名

指定代理金融機関
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２１．例月出納検査に関する調

原則として
毎月○日

検査日
の前日

前月の
末日

検査日の
○日前

その他
残高証明書
で確認

必要な都度
証明書
で確認

通帳残高で
確認

文書
のみ

識見委員が
文書と併せ
て口頭で

議選委員が
文書と併せ
て口頭で

その他

下
益
城
郡

美 里 町 下旬 ○ ○ ○

玉 東 町 10 ○ ○ ○

和 水 町 15 ○ ○ ○

南 関 町 15 ○ ○ ○

長 洲 町 10 ○ ○ ○

大 津 町 20～末日 ○ ○ ○

菊 陽 町 15～25 ○ ○ ○

南 小 国 町 15 ○ ◯ ○

小 国 町 15 ○ ○ ○

産 山 村 20～25 ○ ○ ○ ○

高 森 町 20 ○ ○ ○

南 阿 蘇 村 22 ○ ○ ○

西 原 村 10
検査日
当日

8：20～
○ ○

御 船 町 15～20 ○ ○ ○

嘉 島 町 15～20 ○ 1日 ○ ○

益 城 町 20～25 ○ ○ ○

「検査の結果に関する報告」
議会への報告方法（複数回答）

上

益

城

郡

実施
日

現 金 保 管 の 状 況 は
何 日 現 在 で 検 査

阿

蘇

郡

町 村 名

玉

名

郡

菊

池

郡

郡

名

普通預金の残高の
確 認
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２１．例月出納検査に関する調

原則として
毎月○日

検査日
の前日

前月の
末日

検査日の
○日前

その他
残高証明書
で確認

必要な都度
証明書
で確認

通帳残高で
確認

文書
のみ

識見委員が
文書と併せ
て口頭で

議選委員が
文書と併せ
て口頭で

その他

「検査の結果に関する報告」
議会への報告方法（複数回答）

実施
日

現 金 保 管 の 状 況 は
何 日 現 在 で 検 査

町 村 名
郡

名

普通預金の残高の
確 認

甲 佐 町 16、17 ○ ○ ○

山 都 町 15～22 ○ ○ ○

八
代
郡

氷 川 町 10 ○ ○ ○

芦 北 町 5～10 2 ○ ○

津 奈 木 町 12 ○ ○ ○

錦 町 11 ○ ○ ○

あさぎり町 10～20 ○ ○ ○

多 良 木 町 20 ○ ○ ○

湯 前 町 12 ○ ○ ○

水 上 村 5 ○ ○ ○

相 良 村 6～15 ○ ○ ○

五 木 村 20～25 ○ ○ ○

山 江 村 15 ○ ○ ○ ○

球 磨 村 15 ○ ○ ○

天
草
郡

苓 北 町 21 ○ ○ ○

27 5 01

葦

北

郡

球

磨

郡

合 計 9

上

益

城

郡

24120 2 2 5
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２２．外部監査に関する調

外部監査に係る条例を制定している町村はない。

２３．令和３年度先進地調査の実施状況

郡・町村名 調 査 地 時 期 所要日数 主 な る 研 修 項 目

該当町村なし

２４．監査手続に関する調（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

①学識経験者等からの意見聴取（法第１９９条第８項）事例

（なし）

②住民監査請求における陳述の聴取を行う場合の立会い(法第２４２条第７項）事例

（なし）

２５．監査専門委員に関する調（法200条の2）

監査専門委員を設置している町村はない。

２６．内部統制に関する調（法150条の2）

内部統制を導入している町村はない。

２７．議会による権利放棄に関する調（法242条の10）

町 村 名

該当町村なし

内　　　　　容

- 68 -



２８．免責条例の制定・改廃に係る意見聴取に関する調

小 国 町

高 森 町

益 城 町

町 村 名

南 関 町

菊 陽 町

南阿蘇村

山 都 町

苓 北 町

町 村 名

内 容

条例案の内容については、関係法令の制度趣旨目的に沿ったものであり、損害賠
償に係る責任負担限度額も政令に定める参酌基準を適用しており、条例案は適正
であると認めます。

事前に監査資料作成の注意事項を周知。
監査時には、各担当課最小人数での対応を依頼。
監査室内に、アクリル板と手指消毒剤の設置。
休憩時には、換気を行う。

条例案の内容については、関係法令の制度趣旨、目的に沿ったものであり、損害
賠償に係る責任負担限度額も政令に定める参酌基準を適用しており、条例案は適
正であると認める。

11月16日午前9時より総務課長をはじめ担当者より条例案の内容説明を受け、協
議した結果、条例案の内容については、関係法令の制度趣旨に沿ったものであ
り、損害賠償に係る責任負担限度額も政令に定める参酌基準を適用しており、条
例案は適正であると認めます。

２９．監査における取組についての調（令和4年4月1日時点）（任意回答）

例月現金出納検査における資料（一般会計及び特別会計の各種実績表、収入一
覧、受入収入一覧、支出命令一覧表等）をPDFファイルで検査を行い、ペーパー
レス化を図っている。

定期監査において、タブレット端末を活用し、監査に必要な調書資料の提出は
ペーパーレス（ＰＤＦファイル提出）としている。
また、監査時のヒアリングにおいてもタブレット及びパソコン端末を用いて実施
している。

常時窓を開放して換気を行って監査を実施した。

決算及び定期監査による執行部からの説明員を適宜後退させ密を避けた。

意 見
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